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（仮称）坂出林田バイオマス発電所整備事業 環境影響評価書 正誤表 

 

 

 

項 目 第 3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の

状況 (1)気象 

記載頁 本編 3.1-4 

誤記の 

内 容 

【表 3.1.2 多度津観測所における気象概況（平成 22年～令和元年）】 

【図 3.1.3 多度津観測所における気温と降水量（平成 22年～令和元年）】 

 令和元年のデータが反映されていなかったため、反映しました。 

【誤】 

 

【正】 

 

関連頁 本編 9-2 等計 13 頁、要約書 6-1等計 13頁 

 本編 3.1-4 の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の状況 (2)大気質 1)二酸化硫黄  

3)浮遊粒子状物質 4)二酸化窒素 

記載頁 本編 3.1-7、3.1-9、3.1-10 

誤記の 

内 容 

【図 3.1.6 二酸化硫黄の経年変化】 

【図 3.1.8 浮遊粒子状物質の経年変化】 

【図 3.1.9 二酸化窒素の経年変化】 

 林田出張所と瀬居島の平成 30 年度の 12 ヶ月の測定値を、誤って他方の測定局の計

算シートに入力し計算してしまっていたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.6 二酸化硫黄の経年変化 

 

 

【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.6 二酸化硫黄の経年変化 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.8 浮遊粒子状物質の経年変化 

 

 

【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.8 浮遊粒子状物質の経年変化 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.9 二酸化窒素の経年変化 

 

 

【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.9 二酸化窒素の経年変化 
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項 目 3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の状況 (2)大気質 7)ベンゼン等 4物質  

記載頁 本編 3.1-13 

誤記の 

内 容 

【表 3.1.9 ベンゼン等 4物質の調査結果（平成 29年度）】 

 トリクロロエチレンの環境基準値にテトラクロロエチレンの環境基準値を誤って記

載していたため、修正するとともに、単位等の凡例を追記しました。 

 

【誤】 

 

表 3.1.9 ベンゼン等 4物質の調査結果（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

 

表 3.1.9 ベンゼン等 4物質の調査結果（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 環境基準値 

測定局 

坂出市役所 瀬居島 

測定値 
環境基準 

適合状況 
測定値 

環境基準 

適合状況 

ベンゼン 0.003以下 0.0017 〇 0.0018  〇 

トリクロロエチレン 0.2以下 0.0002 〇 0.0002  〇 

テトラクロロエチレン 0.2以下 0.0001 〇 0.0001  〇 

ジクロロメタン 0.15以下 0.0012 〇 0.0010  〇 

 

項目 
環境基準値 

測定局 

坂出市役所 瀬居島 

測定値 
環境基準 

適合状況 
測定値 

環境基準 

適合状況 

(mg/㎥) (mg/㎥) 適○否× (mg/㎥) 適○否× 

ベンゼン 0.003以下 0.0017 〇 0.0018  〇 

トリクロロエチレン 0.13以下 0.0002 〇 0.0002  〇 

テトラクロロエチレン 0.2以下 0.0001 〇 0.0001  〇 

ジクロロメタン 0.15以下 0.0012 〇 0.0010  〇 
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項 目 3.1 自然的状況 3.1.1 大気環境の状況 (4)振動  

記載頁 本編 3.1-17 

誤記の 

内 容 

【表 3.1.13 道路交通振動測定結果】 

 「⑤公園」と「⑥民家」の規制地域区分及び要請限度の数値を誤って他方の情報を

表に記載していたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.1.13 道路交通振動測定結果 

（単位：dB） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

 

表 3.1.13 道路交通振動測定結果 

（単位：dB） 

 
 

 

 

 

 

 

  

測定地点 
規制地域 

区分 区分 
要請
限度 

平成29年度 平成30年度 

時間率 
振動レベル 
（L10） 

要請限度 

適合状況 

時間率 
振動レベル 
（L10） 

要請限度 

適合状況 

④民家兼工場（宮下町4-4） 

（近隣商業地域） 
第2種 

昼間 70 45 〇 40 〇 

夜間 65 36 〇 35 〇 

⑤公 園（御供所町3-1-26） 

（第1種住居地域） 
第1種 

昼間 65 33 〇 34 〇 

夜間 60 27 〇 24 〇 

⑥民 家（福江町3-3-57） 

（特定用途制限地域） 
第2種 

昼間 70 48 〇 49 〇 

夜間 65 42 〇 42 〇 

 

測定地点 
規制地域 

区分 区分 
要請
限度 

平成29年度 平成30年度 

時間率 
振動レベル 
（L10） 

要請限度 

適合状況 

時間率 
振動レベル 
（L10） 

要請限度 

適合状況 

④民家兼工場（宮下町4-4） 

（近隣商業地域） 
第2種 

昼間 70 45 〇 40 〇 

夜間 65 36 〇 35 〇 

⑤公 園（御供所町3-1-26） 

（第1種住居地域） 
第2種 

昼間 70 33 〇 34 〇 

夜間 65 27 〇 24 〇 

⑥民 家（福江町3-3-57） 

（特定用途制限地域） 
第1種 

昼間 65 48 〇 49 〇 

夜間 60 42 〇 42 〇 
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項 目 3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 (1)動物 1)陸生動物 

記載頁 本編 3.1-63、3.1-67、3.1-74～75 

誤記の 

内 容 

【表 3.1.26 既往資料で確認された両生類・爬虫類・哺乳類注目種】 

【表 3.1.28(1) 既往資料で確認された昆虫類注目種】 

【表 3.1.30(1)(2) 既往資料で確認された貝類注目種】 

 記載漏れや誤ったカテゴリーが記載されている箇所について修正しました。 

（両生類：計 2箇所、昆虫類：計 2箇所、貝類：計 16箇所）。 

  

【誤】 

 

表 3.1.26 既往資料で確認された両生類・爬虫類・哺乳類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

 

表 3.1.26 既往資料で確認された両生類・爬虫類・哺乳類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ1

五色台ｶ
ｽﾐｻﾝｼｮｳ

ｳｵ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾ

ﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 有尾目 サンショウウオ科 カスミサンショウウオ ○ ○ VU VU

2 イモリ科 アカハライモリ △ NT

3 無尾目 ヒキガエル科 ニホンヒキガエル ○ NT

2目 3科 3種 3種 0種 1種 0種 3種 1種 0種 0種 0種
1 有鱗目 ヤモリ科 タワヤモリ △ NT NT

2 トカゲ科 ニホントカゲ ○ NT

3 タカチホヘビ科 タカチホヘビ ○ DD

1目 3科 3種 3種 0種 0種 0種 3種 1種 0種 0種 0種

両生類

爬虫類

№ 目名 科名 種名

確認資料 選定根拠

1 2 3 4 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ1

五色台ｶ
ｽﾐｻﾝｼｮｳ

ｳｵ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾ

ﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 有尾目 サンショウウオ科 カスミサンショウウオ ○ ○ VU VU

2 イモリ科 アカハライモリ △ NT NT

3 無尾目 ヒキガエル科 ニホンヒキガエル ○ NT

2目 3科 3種 3種 0種 1種 0種 3種 2種 0種 0種 0種
1 有鱗目 ヤモリ科 タワヤモリ △ NT NT

2 トカゲ科 ニホントカゲ ○ NT

3 タカチホヘビ科 タカチホヘビ ○ DD

1目 3科 3種 3種 0種 0種 0種 3種 1種 0種 0種 0種

種名

確認資料 選定根拠

両生類

爬虫類

№ 目名 科名



8 

 

 

誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

 

表 3.1.28(1) 既往資料で確認された昆虫類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ1

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾁｮｳ

五色台
ﾄﾝﾎﾞ

魚の池
ﾄﾝﾎﾞ

自然
科学館

ｶﾞ

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ ○ ○ ○ NT

2 ホソミイトトンボ △ ○ NT

3 セスジイトトンボ △ EX

4 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ ○ VU NT

5 アオヤンマ △ VU NT

6 マルタンヤンマ △ ○ VU

7 コシボソヤンマ △ NT

8 サラサヤンマ ○ NT

9 サナエトンボ科 キイロサナエ ○ DD NT

10 ヒメサナエ ○ NT

11 オジロサナエ △ ○ NT

12 フタスジサナエ △ ○ ○ ○ VU NT

13 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ ○ ○ ○ DD VU

14 トンボ科 ハッチョウトンボ ○ ○ CR+EN

15 コノシメトンボ ○ ○ ○ VU

16 ナニワトンボ △ ○ ○ NT VU

17 マイコアカネ ○ ○ VU

18 ヒメアカネ ○ ○ NT

19 カミキリ目 カミキリ科 ウスバカマキリ ○ DD DD

20 バッタ目 バッタ科 セグロバッタ（セグロイナゴ） ○ DD

21 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ ○ DD

22 ミズムシ科 オオミズムシ ○ NT NT

23 ミヤケミズムシ ○ NT NT

24 コオイムシ科 コオイムシ ○ ○ NT NT

25 タイコウチ科 ヒメミズカマキリ ○ DD

26 ナベブタムシ科 ナベブタムシ △ NT

27 チョウ目 セセリチョウ科 アオバセセリ本土亜種 △ NT

28 ホソバセセリ △ NT

29 オオチャバネセセリ △ ○ NT

30 キマダラセセリ △ ○ NT

31 ヘリグロチャバネセセリ △ ○ ○ NT

32 シジミチョウ科 オオミドリシジミ △ ○ NT

33 ウラナミアカシジミ △ VU

34 ミドリシジミ ○ ○ NT

35 ウラミスジシジミ ○ NT

36 シルビアシジミ ○ CR+EN EN

37 タテハチョウ科 コムラサキ △ ○ ○ NT

38 ウラギンスジヒョウモン ○ CR+EN VU

39 スミナガシ △ NT

40 ミスジチョウ △ ○ NT

41 オオムラサキ △ NT NT

42 アゲハチョウ科 カラスアゲハ本土亜種 △ ○ ○ NT

43 オナガアゲハ △ ○ ○ NT

44 シロチョウ科 ツマグロキチョウ △ CR+EN EN

45 カギバガ科 ナカモンカギバ ○ DD

46 ドクガ科 ブチヒゲヤナギドクガ ○ CR+EN

47 ヤガ科 ニセタバコガ △ NT

48 リンゴケンモン ○ VU

49 ナマリキシタバ ○ NT

50 カバフキシタバ ○ VU

51 アサマキシタバ △ ○ NT

選定根拠

№ 目名 科名 種名

確認資料
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

 

表 3.1.28(1) 既往資料で確認された昆虫類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ1

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾁｮｳ

五色台
ﾄﾝﾎﾞ

魚の池
ﾄﾝﾎﾞ

自然
科学館

ｶﾞ

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ ○ ○ ○ VU

2 ホソミイトトンボ △ ○ NT

3 セスジイトトンボ △ NT

4 ヤンマ科 ネアカヨシヤンマ ○ VU NT

5 アオヤンマ △ VU NT

6 マルタンヤンマ △ ○ VU

7 コシボソヤンマ △ NT

8 サラサヤンマ ○ NT

9 サナエトンボ科 キイロサナエ ○ DD NT

10 ヒメサナエ ○ NT

11 オジロサナエ △ ○ NT

12 フタスジサナエ △ ○ ○ ○ VU NT

13 エゾトンボ科 ハネビロエゾトンボ ○ ○ ○ DD VU

14 トンボ科 ハッチョウトンボ ○ ○ CR+EN

15 コノシメトンボ ○ ○ ○ VU

16 ナニワトンボ △ ○ ○ NT VU

17 マイコアカネ ○ ○ VU

18 ヒメアカネ ○ ○ NT

19 カミキリ目 カミキリ科 ウスバカマキリ ○ DD DD

20 バッタ目 バッタ科 セグロバッタ（セグロイナゴ） ○ DD

21 カメムシ目 アメンボ科 ハネナシアメンボ ○ DD

22 ミズムシ科 オオミズムシ ○ NT NT

23 ミヤケミズムシ ○ NT NT

24 コオイムシ科 コオイムシ ○ ○ NT NT

25 タイコウチ科 ヒメミズカマキリ ○ DD

26 ナベブタムシ科 ナベブタムシ △ NT

27 チョウ目 セセリチョウ科 アオバセセリ本土亜種 △ NT

28 ホソバセセリ △ NT

29 オオチャバネセセリ △ ○ NT

30 キマダラセセリ △ ○ NT

31 ヘリグロチャバネセセリ △ ○ ○ NT

32 シジミチョウ科 オオミドリシジミ △ ○ NT

33 ウラナミアカシジミ △ VU

34 ミドリシジミ ○ ○ NT

35 ウラミスジシジミ ○ NT

36 シルビアシジミ ○ CR+EN EN

37 タテハチョウ科 コムラサキ △ ○ ○ NT

38 ウラギンスジヒョウモン ○ CR+EN VU

39 スミナガシ △ NT

40 ミスジチョウ △ ○ NT

41 オオムラサキ △ NT NT

42 アゲハチョウ科 カラスアゲハ本土亜種 △ ○ ○ NT

43 オナガアゲハ △ ○ ○ NT

44 シロチョウ科 ツマグロキチョウ △ CR+EN EN

45 カギバガ科 ナカモンカギバ ○ DD

46 ドクガ科 ブチヒゲヤナギドクガ ○ CR+EN

47 ヤガ科 ニセタバコガ △ NT

48 リンゴケンモン ○ VU

49 ナマリキシタバ ○ NT

50 カバフキシタバ ○ VU

51 アサマキシタバ △ ○ NT

選定根拠

№ 目名 科名 種名

確認資料
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誤記の 

内 容 

(続き) 

  

【誤】 

表 3.1.30(1) 既往資料で確認された貝類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

表 3.1.30(1) 既往資料で確認された貝類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 A B C D E

香川県
RDB

五色台
陸貝
2005

五色台
陸貝
2006

木沢塩
田跡地

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 古腹足目 コガモガイ科 ツボミガイ ○ NT NT

2 ニシキウズガイ科 イボキサゴ NT NT

3 アマオブネ型目 アマオブネ科 ウミヒメカノコ ○ VU VU

4 ユキスズメ科 ミヤコドリ VU NT

5 新生腹足目 ヤマタニシ科 サドヤマトガイ ○ ○ NT

6 ウミニナ科 ウミニナ ○ NT

7 イボウミニナ ○ CR+EN VU

8 カワニナ科 チリメンカワニナ ○ DD

9 タマガイ科 アダムズタマガイ ○ VU NT

10 イソコハクガイ科 シラギク ○ NT NT

11 ハナゴウナ科 ヒモイカリナマコツマミガイ ○ VU VU

12 フジツガイ科 ウネボラ ○ CR+EN EN

13 エゾバイ科 オガイ ○ VU EN

14 フトコロガイ科 マルテンスマツムシガイ ○ CR+EN CR+EN

15 オリイレヨフバイ科 ウネムシロ ○ CR+EN CR+EN

16 ムシロガイ ○ VU NT

17 コロモガイ科 オリイレボラ ○ CR+EN VU

18 キバウミニナ科 フトヘナタリ ○ NT NT

19 ヘナタリ ○ CR+EN NT

20 カワザンショウガイ科 ヨシダカワザンショウガイ ○ CR+EN NT

21 ツブカワザンショウガイ ○ VU NT

22 クリイロカワザンショウガイ ○ NT NT

23 カワザンショウガイ ○ NT

24 ヒラドカワザンショウガイ ○ NT

25 クビキレガイ科 ヤマトクビキレガイ ○ VU

26 ゴマガイ科 シコクゴマガイ ○ ○ ○ NT

27 エゾマメタニシ科 ヒメマルマメタニシ △ VU

28 マメタニシ △ VU

№ 目名 科名 種名

確認資料 選定根拠

1 2 3 4 5 A B C D E

香川県
RDB

五色台
陸貝
2005

五色台
陸貝
2006

木沢塩
田跡地

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

1 古腹足目 コガモガイ科 ツボミガイ ○ NT NT

2 ニシキウズガイ科 イボキサゴ NT NT

3 アマオブネ型目 アマオブネ科 ウミヒメカノコ ○ VU VU

4 ユキスズメ科 ミヤコドリ △ VU NT

5 新生腹足目 ヤマタニシ科 サドヤマトガイ ○ ○ NT NT

6 ウミニナ科 ウミニナ ○ NT

7 イボウミニナ ○ CR+EN VU

8 カワニナ科 チリメンカワニナ ○ DD

9 タマガイ科 アダムズタマガイ ○ VU NT

10 イソコハクガイ科 シラギク ○ NT NT

11 ハナゴウナ科 ヒモイカリナマコツマミガイ ○ VU VU

12 フジツガイ科 ウネボラ ○ CR+EN EN

13 エゾバイ科 オガイ ○ VU EN

14 フトコロガイ科 マルテンスマツムシガイ ○ CR+EN CR+EN

15 オリイレヨフバイ科 ウネムシロ ○ CR+EN CR+EN

16 ムシロガイ ○ VU NT

17 コロモガイ科 オリイレボラ ○ CR+EN VU

18 キバウミニナ科 フトヘナタリ ○ NT NT

19 ヘナタリ ○ CR+EN NT

20 カワザンショウガイ科 ヨシダカワザンショウガイ ○ CR+EN NT

21 ツブカワザンショウガイ ○ VU NT

22 クリイロカワザンショウガイ ○ NT NT

23 カワザンショウガイ ○ NT

24 ヒラドカワザンショウガイ ○ NT

25 クビキレガイ科 ヤマトクビキレガイ ○ VU

26 ゴマガイ科 シコクゴマガイ ○ ○ ○ NT

27 エゾマメタニシ科 ヒメマルマメタニシ △ NT VU

28 マメタニシ △ CR+EN CR

№ 目名 科名 種名

確認資料 選定根拠
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誤記の 

内 容 

(続き) 

  

【誤】 

表 3.1.30(2) 既往資料で確認された貝類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 A B C D E

香川県
RDB

五色台
陸貝
2005

五色台
陸貝
2006

木沢塩
田跡地

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

29 異鰓目 トウガタガイ科 イソチドリ ○ CR+EN CR+EN

30 オカミミガイ科 ナギサノシタタリガイ ○ CR+EN

31 ウスコミミガイ △ VU NT

32 モノアラガイ科 モノアラガイ △ DD NT

33 ヒラマキミズ科 ヒメヒラマキミズマイマイ ○ CR+EN EN

34 ミジンマイマイ科 ミジンマイマイ ○ NT

35 キセルガイ科 ホソヒメギセル △ ○ ○ NT VU

36 オオギセル △ CR+EN NT

37 コンボウギセル △ NT

38 モリサキギセル NT

39 コシボソギセル △ ○ ○ NT

40 ベッコウマイマイ科 ヒメカサキビ ○

41 オオウエキビ ○ ○

42 ヒメハリマキビ ○

43 ウメムラシタラガイ ○ ○

44 ホソアシヒダナメクジ科 イボイボナメクジ △ VU NT

45 ナンバンマイマイ科 トサビロウドマイマイ △ ○ ○ VU VU

46 チクヤケマイマイ ○ ○ NT NT

47 ハタケダマイマイ △ ○ CR+EN NT

48 イソムラマイマイ △ ○ CR+EN CR+EN

49 マヤサンマイマイ ○ CR+EN VU

50 イシガイ目 イシガイ科 マツカサガイ △ CR+EN NT

51 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 クチバガイ ○ NT

52 キヌタレガイ目 キヌタレガイ科 アサヒキヌタレ ○ CR+EN VU

53 フネガイ目 フネガイ科 ヒメエガイ ○ CR+EN EN

54 サルボウ △ DD

55 ハイガイ ○ DD VU

56 ザルガイ目 アサジガイ科 フルイガイ ○ CR+EN CR+EN

57 ニッコウガイ科 ウズザクラ ○ NT NT

58 バカガイ科 オオトリガイ △ VU NT

59 ミルクイ ○ NT VU

60 バカガイ △ NT

61 マルスダレ科 オキシジミ △ NT

62 シラオガイ ○ CR+EN NT

63 ハマグリ ○ CR+EN VU

64 ケマンガイ △ NT NT

65 ウロコガイ科 ニッポンマメアゲマキ △ VU NT

66 オウギウロコガイ ○ CR+EN CR+EN

67 マツモトウロコガイ ○ VU NT

68 マメシジミ科 ドブシジミ △ NT

69 ニオガイ目 オオノガイ科 オオノガイ △ NT NT

10目 40科 69種 58種 7種 12種 3種 0種 60種 51種 0種 0種 0種

選定根拠

№ 目名 科名 種名

確認資料
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誤記の 

内 容

(続き) 

 

【正】 

表 3.1.30(2) 既往資料で確認された貝類注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 A B C D E

香川県
RDB

五色台
陸貝
2005

五色台
陸貝
2006

木沢塩
田跡地

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

29 異鰓目 トウガタガイ科 イソチドリ ○ CR+EN CR+EN

30 オカミミガイ科 ナギサノシタタリガイ ○ CR+EN

31 ウスコミミガイ △ VU NT

32 モノアラガイ科 モノアラガイ △ DD NT

33 ヒラマキミズ科 ヒメヒラマキミズマイマイ ○ CR+EN EN

34 ミジンマイマイ科 ミジンマイマイ ○ NT

35 キセルガイ科 ホソヒメギセル △ ○ ○ NT VU

36 オオギセル △ CR+EN NT

37 コンボウギセル △ NT

38 モリサキギセル △ NT NT

39 コシボソギセル △ ○ ○ NT NT

40 ベッコウマイマイ科 ヒメカサキビ ○ NT

41 オオウエキビ ○ ○ DD

42 ヒメハリマキビ ○ NT

43 ウメムラシタラガイ ○ ○ NT

44 ホソアシヒダナメクジ科 イボイボナメクジ △ VU NT

45 ナンバンマイマイ科 トサビロウドマイマイ △ ○ ○ VU VU

46 チクヤケマイマイ ○ ○ NT NT

47 ハタケダマイマイ △ ○ CR+EN NT

48 イソムラマイマイ △ ○ CR+EN CR+EN

49 マヤサンマイマイ ○ CR+EN VU

50 イシガイ目 イシガイ科 マツカサガイ △ CR+EN NT

51 マルスダレガイ目 チドリマスオ科 クチバガイ ○ NT

52 キヌタレガイ目 キヌタレガイ科 アサヒキヌタレ ○ CR+EN VU

53 フネガイ目 フネガイ科 ヒメエガイ ○ CR+EN EN

54 サルボウ △ DD

55 ハイガイ ○ DD VU

56 ザルガイ目 アサジガイ科 フルイガイ ○ CR+EN CR+EN

57 ニッコウガイ科 ウズザクラ ○ NT NT

58 バカガイ科 オオトリガイ △ VU NT

59 ミルクイ ○ NT VU

60 バカガイ △ NT

61 マルスダレ科 オキシジミ △ NT

62 シラオガイ ○ CR+EN NT

63 ハマグリ ○ CR+EN VU

64 ケマンガイ △ NT NT

65 ウロコガイ科 ニッポンマメアゲマキ △ VU NT

66 オウギウロコガイ ○ CR+EN CR+EN

67 マツモトウロコガイ ○ VU NT

68 マメシジミ科 ドブシジミ △ NT

69 ニオガイ目 オオノガイ科 オオノガイ △ NT NT

10目 40科 69種 60種 7種 12種 3種 0種 63種 57種 0種 0種 0種

選定根拠

№ 目名 科名 種名

確認資料
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項 目 3.1.5動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 (2)植物 1)陸生植物 

①植物相(維管束植物) 

記載頁 本編 3.1-82～83 

誤記の 

内 容 

【表 3.1.31(2) 既往資料で確認された植物相の注目種】 

【表 3.1.31(3) 既往資料で確認された植物相の注目種】 

 ミスミソウの環境省 RL 及びノタヌキモの香川県 RDB のカテゴリーが誤っていたた

め、修正しました。 

【誤】 

表 3.1.31(2) 既往資料で確認された植物相の注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

坂出市の
埋立地及
び河川敷

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

41 ラン科 エビネ △ NT NT

42 ギンラン △ VU

43 キンラン ○ VU VU

44 カキラン △ ○ VU

45 ミズトンボ △ ○ CR+EN VU

46 ジガバチソウ △ NT

47 クモキリソウ △ NT

48 コケイラン △ NT

49 サギソウ △ ○ CR+EN NT

50 コバノトンボソウ ○ CR+EN

51 トキソウ ○ CR+EN NT

52 アヤメ科 ノハナショウブ △ VU

53 ミズアオイ科 ミズアオイ △ CR+EN NT

54 ガマ科 ミクリ △ CR+EN NT

55 ヤマトミクリ △ CR+EN NT

56 ナガエミクリ △ VU NT

57 コガマ ○ NT

58 ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ △ VU VU

59 オオホシクサ △ VU

60 ヤマトホシクサ △ CR+EN VU

61 イヌノヒゲ △ VU

62 クロホシクサ △ CR+EN VU

63 カヤツリグサ科 オニスゲ △ CR+EN

64 シオクグ △ NT

65 ミズガヤツリ △ CR+EN

66 クロタマガヤツリ △ CR+EN

67 ヒンジガヤツリ △ NT

68 シズイ ○ VU

69 サンカクイ △ CR+EN

70 イネ科 ヤマアワ △ CR+EN

71 ヒナザサ △ CR+EN NT

72 ケカモノハシ △ VU

73 ミノボロ △ VU

74 アイアシ △ VU

75 セイタカヨシ ○ ○ NT

76 メギ科 サイコクイカリソウ ○ VU VU

77 キンポウゲ科 ミスミソウ △ NT VU

78 イワカラマツ ○ DD VU

79 アリノトウグサ科 フサモ △ VU

80 ハマビシ科 ハマビシ △ CR+EN EN

81 バラ科 ツチグリ ○ VU VU

82 シロヤマブキ ○ VU EN

83 ニシキギ科 ウメバチソウ △ CR+EN

84 オトギリソウ科 トモエソウ △ CR+EN

85 アゼオトギリ △ CR+EN EN

86 ミズオトギリ △ CR+EN

87 ミソハギ科 ヒメキカシグサ △ CR+EN CR

88 ミズマツバ △ VU VU

89 イソマツ科 ハマサジ ○ NT NT

№ 科名 種名

確認資料 選定根拠
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誤記の 

内 容

(続き) 

 

【正】 

表 3.1.31(2) 既往資料で確認された植物相の注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

坂出市の
埋立地及
び河川敷

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

41 ラン科 エビネ △ NT NT

42 ギンラン △ VU

43 キンラン ○ VU VU

44 カキラン △ ○ VU

45 ミズトンボ △ ○ CR+EN VU

46 ジガバチソウ △ NT

47 クモキリソウ △ NT

48 コケイラン △ NT

49 サギソウ △ ○ CR+EN NT

50 コバノトンボソウ ○ CR+EN

51 トキソウ ○ CR+EN NT

52 アヤメ科 ノハナショウブ △ VU

53 ミズアオイ科 ミズアオイ △ CR+EN NT

54 ガマ科 ミクリ △ CR+EN NT

55 ヤマトミクリ △ CR+EN NT

56 ナガエミクリ △ VU NT

57 コガマ ○ NT

58 ホシクサ科 ツクシクロイヌノヒゲ △ VU VU

59 オオホシクサ △ VU

60 ヤマトホシクサ △ CR+EN VU

61 イヌノヒゲ △ VU

62 クロホシクサ △ CR+EN VU

63 カヤツリグサ科 オニスゲ △ CR+EN

64 シオクグ △ NT

65 ミズガヤツリ △ CR+EN

66 クロタマガヤツリ △ CR+EN

67 ヒンジガヤツリ △ NT

68 シズイ ○ VU

69 サンカクイ △ CR+EN

70 イネ科 ヤマアワ △ CR+EN

71 ヒナザサ △ CR+EN NT

72 ケカモノハシ △ VU

73 ミノボロ △ VU

74 アイアシ △ VU

75 セイタカヨシ ○ ○ NT

76 メギ科 サイコクイカリソウ ○ VU VU

77 キンポウゲ科 ミスミソウ △ NT NT

78 イワカラマツ ○ DD VU

79 アリノトウグサ科 フサモ △ VU

80 ハマビシ科 ハマビシ △ CR+EN EN

81 バラ科 ツチグリ ○ VU VU

82 シロヤマブキ ○ VU EN

83 ニシキギ科 ウメバチソウ △ CR+EN

84 オトギリソウ科 トモエソウ △ CR+EN

85 アゼオトギリ △ CR+EN EN

86 ミズオトギリ △ CR+EN

87 ミソハギ科 ヒメキカシグサ △ CR+EN CR

88 ミズマツバ △ VU VU

89 イソマツ科 ハマサジ ○ NT NT

№ 科名 種名

確認資料 選定根拠
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誤記の 

内 容 

 

【誤】 

表 3.1.31(3) 既往資料で確認された植物相の注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

坂出市の
埋立地及
び河川敷

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

90 タデ科 サイコクヌカボ △ VU VU

91 ヌカボタデ △ NT VU

92 コギシギシ △ NT VU

93 ナデシコ科 ミミナグサ ○ ○ NT

94 ヒメケフシグロ △ CR+EN

95 ウシオツメクサ ○ ○ CR+EN

96 ヒユ科 イソホウキギ ○ ○ NT

97 アッケシソウ ○ CR+EN VU

98 マツナ ○ ○ NT

99 ハママツナ ○ ○ NT

100 サクラソウ科 クサレダマ ○ CR+EN

101 ツバキ科 ナツツバキ △ ○ NT

102 リンドウ科 センブリ ○ ○ 〇 NT

103 ムラサキセンブリ ○ CR+EN NT

104 イヌセンブリ △ CR+EN VU

105 マチン科 アイナエ △ CR+EN

106 キョウチクトウ科 スズサイコ △ VU NT

107 オオバコ科 キクモ △ NT

108 イヌノフグリ ○ VU VU

109 シソ科 シロネ △ CR+EN

110 ナミキソウ △ CR+EN

111 オオバコ科 スズメハコベ △ CR+EN VU

112 ハマウツボ科 ゴマクサ △ CR+EN VU

113 オオヒキヨモギ △ VU VU

114 タヌキモ科 ノタヌキモ △ NT VU

115 イヌタヌキモ △ VU NT

116 ミミカキグサ ○ ○ NT

117 ホザキノミミカキグサ ○ VU

118 ムラサキミミカキグサ △ ○ CR+EN NT

119 キキョウ科 キキョウ ○ NT VU

120 ミツガシワ科 ガガブタ △ VU NT

121 キク科 フクド ○ VU NT

122 ノジギク △ CR+EN

123 キセルアザミ △ VU

124 スイラン △ VU

125 カセンソウ ○ NT

126 タカサゴソウ △ VU VU

127 ハマニガナ △ NT

128 ネコノシタ △ CR+EN

129 アキノハハコグサ △ CR+EN EN

130 ミヤコアザミ △ CR+EN

131 ヒメヒゴタイ △ CR+EN VU

132 サワオグルマ △ NT

133 ウラギク ○ VU NT

134 セリ科 ミシマサイコ ○ VU VU

135 ハマゼリ △ ○ NT

136 レンプクソウ科 チョウジガマズミ △ VU NT

137 スイカズラ科 オミナエシ ○ ○ NT

54科 137種 137種 7種 1種 3種 5種 1種 137種 65種 1種 0種 0種

№ 科名 種名

確認資料 選定根拠
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誤記の 

内 容

(続き) 

 

【正】 

表 3.1.31(3) 既往資料で確認された植物相の注目種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 A B C D E

香川県
RDB

坂出
発電所
ﾘﾌﾟﾚｰｽ2

五色台
ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

坂出市の
埋立地及
び河川敷

五色台
ﾊｯﾁｮｳ
ﾄﾝﾎﾞ

五色台
ﾋﾞｼﾞﾀｰ
ｾﾝﾀｰ

香川県
RDB

環境省
RL

香川県
希少野
生生物

種の
保存法

天然
記念物

90 タデ科 サイコクヌカボ △ VU VU

91 ヌカボタデ △ NT VU

92 コギシギシ △ NT VU

93 ナデシコ科 ミミナグサ ○ ○ NT

94 ヒメケフシグロ △ CR+EN

95 ウシオツメクサ ○ ○ CR+EN

96 ヒユ科 イソホウキギ ○ ○ NT

97 アッケシソウ ○ CR+EN VU

98 マツナ ○ ○ NT

99 ハママツナ ○ ○ NT

100 サクラソウ科 クサレダマ ○ CR+EN

101 ツバキ科 ナツツバキ △ ○ NT

102 リンドウ科 センブリ ○ ○ 〇 NT

103 ムラサキセンブリ ○ CR+EN NT

104 イヌセンブリ △ CR+EN VU

105 マチン科 アイナエ △ CR+EN

106 キョウチクトウ科 スズサイコ △ VU NT

107 オオバコ科 キクモ △ NT

108 イヌノフグリ ○ VU VU

109 シソ科 シロネ △ CR+EN

110 ナミキソウ △ CR+EN

111 オオバコ科 スズメハコベ △ CR+EN VU

112 ハマウツボ科 ゴマクサ △ CR+EN VU

113 オオヒキヨモギ △ VU VU

114 タヌキモ科 ノタヌキモ △ CR+EN VU

115 イヌタヌキモ △ VU NT

116 ミミカキグサ ○ ○ NT

117 ホザキノミミカキグサ ○ VU

118 ムラサキミミカキグサ △ ○ CR+EN NT

119 キキョウ科 キキョウ ○ NT VU

120 ミツガシワ科 ガガブタ △ VU NT

121 キク科 フクド ○ VU NT

122 ノジギク △ CR+EN

123 キセルアザミ △ VU

124 スイラン △ VU

125 カセンソウ ○ NT

126 タカサゴソウ △ VU VU

127 ハマニガナ △ NT

128 ネコノシタ △ CR+EN

129 アキノハハコグサ △ CR+EN EN

130 ミヤコアザミ △ CR+EN

131 ヒメヒゴタイ △ CR+EN VU

132 サワオグルマ △ NT

133 ウラギク ○ VU NT

134 セリ科 ミシマサイコ ○ VU VU

135 ハマゼリ △ ○ NT

136 レンプクソウ科 チョウジガマズミ △ VU NT

137 スイカズラ科 オミナエシ ○ ○ NT

54科 137種 137種 7種 1種 3種 5種 1種 137種 65種 1種 0種 0種

№ 科名 種名

確認資料 選定根拠
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項 目 3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 (2)人と自然との触れ合い

の活動の場 

記載頁 本編 3.1-97 

誤記の 

内 容 

【本文 (2)人と自然との触れ合いの活動の場】 

 誤った数値を記載していたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

調査対象地域における人と自然との触れ合いの活動の場の概要を表 3.1.37

に、その分布状況を図 3.1.49に示す。 

調査対象地域には、釣り場、公園合わせて 7ヵ所が分布している。 

対象事業実施区域の周辺は沿岸部（岸壁）であり、釣りを楽しむ人々の姿が

みられる。 

 

【正】 

 

(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

調査対象地域における人と自然との触れ合いの活動の場の概要を表 3.1.37

に、その分布状況を図 3.1.49に示す。 

調査対象地域には、釣り場、公園合わせて 6ヵ所が分布している。 

対象事業実施区域の周辺は沿岸部（岸壁）であり、釣りを楽しむ人々の姿が

みられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連頁 本編 6.11-1 

 本編 3.1-97の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 (2)漁業権の設定 

記載頁 本編 3.2-8 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.11 共同漁業権の内容】 

 一部の内容に記載漏れがあったため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.2.11 共同漁業権の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正】 

 

表 3.2.11 共同漁業権の内容 

 
 

 



19 

 

 

項 目 3.2.4 交通の状況 (1)陸上交通  

記載頁 本編 3.2-16 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.17 主要な道路の自動車交通量】 

 「昼間 12 時間大型車混入率」の値を記載すべきところ、「昼間 12時間ピーク比率」

の値を記載していたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.2.17 主要な道路の自動車交通量 

平成 27年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：1.表中の数値は平日午前 7 時から午後 7 時までの 12 時間観測値に基づく。 

2.大型車混入率は自動車交通量に対する大型車（バス、普通貨物車、特殊）交通量の割合を百分率で示 

したもの。 

【正】 

 

表 3.2.17 主要な道路の自動車交通量 

平成 27年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：1.表中の数値は平日午前 7 時から午後 7 時までの 12 時間観測値に基づく。 

2.大型車混入率は自動車交通量に対する大型車（バス、普通貨物車、特殊）交通量の割合を百分率で示 

したもの。 

  

№ 
調査単位 

区間番号 
交通量観測地点地名 路線名 

自動車 

交通量 

（台/12h） 

大型車 

混入率 

（％） 

交通量 

伸び率 

（H27/H22） 

1 10220 坂出市加茂町甲 588−2 一般国道 11号 25,232 12.8 0.89 

2 10230 坂出市加茂町甲 588−2 一般国道 11号 20,056 13.8 0.91 

3 10240 坂出市川津町字金山 1827-103 一般国道 11号 20,494 14.1 0.98 

4 10530 坂出北 IC～坂出 IC 
一般国道３０号 

（瀬戸中央道） 
9,745 10.2 1.20 

5 10540 坂出北 IC～坂出 IC 
一般国道３０号 

（瀬戸中央道） 
9,745 10.2 1.20 

6 40660 
坂出市富士見町 

2丁目 5-1地先 

坂出港線 

（県道 19号） 
11,330 12.0 0.97 

7 61120 
坂出市江尻町 1721-10地先 

坂出市江尻町字新開 191-362地先 

大屋富築港宇多津線 

（県道 186号） 
23,188 9.8 1.25 

8 61310 香川県坂出市西大浜北 1丁目 
瀬居坂出港線 

（県道 192号） 
19,894 10.9 － 

 

№ 
調査単位 

区間番号 
交通量観測地点地名 路線名 

自動車 

交通量 

（台/12h） 

大型車 

混入率 

（％） 

交通量 

伸び率 

（H27/H22） 

1 10220 坂出市加茂町甲 588−2 一般国道 11号 25,232 13.3 0.89 

2 10230 坂出市加茂町甲 588−2 一般国道 11号 20,056 11.8 0.91 

3 10240 坂出市川津町字金山 1827-103 一般国道 11号 20,494 11.1 0.98 

4 10530 坂出北 IC～坂出 IC 
一般国道３０号 

（瀬戸中央道） 
9,745 27.6 1.20 

5 10540 坂出北 IC～坂出 IC 
一般国道３０号 

（瀬戸中央道） 
9,745 27.6 1.20 

6 40660 
坂出市富士見町 

2丁目 5-1地先 

坂出港線 

（県道 19号） 
11,330 9.8 0.97 

7 61120 
坂出市江尻町 1721-10地先 

坂出市江尻町字新開 191-362地先 

大屋富築港宇多津線 

（県道 186号） 
23,188 18.4 1.25 

8 61310 香川県坂出市西大浜北 1丁目 
瀬居坂出港線 

（県道 192号） 
19,894 21.0 － 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容  

(1) 公害関係法令に基づく指定状況 1) 環境基本法に基づく環境基準 ③ 水質汚濁

に係る環境基準 

記載頁 本編 3.2-31 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.30(1) 生活環境の保全に関する環境基準（海域）】 

 記載漏れがあったため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.2.30(1) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

 

 

【正】 

 

表 3.2.30(1) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容  

(1) 公害関係法令に基づく指定状況 1) 環境基本法に基づく環境基準 ⑤ 土壌汚染

に係る環境基準 

記載頁 本編 3.2-36 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.32 土壌の汚染に係る環境基準】 

 改正前の環境基準値を記載していたため、カドミウム、トリクロロエチレンの環境

基準値の数値を修正しました。また、備考)2.に記載のあるカドミウムの検液中濃度に

係る値についても修正しました。 

【誤】 

表 3.2.32 土壌の汚染に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液1L につき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき

0.4㎎以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液1L につき0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液1L につき0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）において

は、土壌1 kgにつき15mg未満であること。 

総水銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニルモノマー） 
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

セレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 

ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 

備考）1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測

定を行うものとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検

液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれ

らの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び１

mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg

及び3mgとする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本

工業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

  

【正】 

表 3.2.32 土壌の汚染に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液1L につき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつ

き0.4㎎以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液1L につき0.01mg以下であること。 

六価クロム 検液1L につき0.05mg以下であること。 

砒（ひ）素 
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）において

は、土壌1 kgにつき15mg未満であること。 

総水銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る）において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 

ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニルモノマー） 
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 

チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 

シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 

チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 

ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

セレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 

ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 

備考）1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測

定を行うものとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検

液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれ

らの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び

１mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、

2.4mg及び3mgとする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本

工業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容 (1) 公害関

係法令に基づく指定状況 3)公害防止に係る規制基準 ① 大気汚染に係る規制基準 

記載頁 本編 3.2-39 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.34 工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその

概要】 

 有害大気汚染物質の数量及び有害大気汚染物質のうち、優先取組物質の数量につい

て、見直し前の数量を記載していたため、修正しました。 

 

【誤】 

表 3.2.34 工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要 

 

 

 

 

  

物 質 名 規制の方式と概要 

ば
い
煙 

硫黄酸化物 

1）排出口高さ(He)及び区域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値（量）

を設定 

  許容排出量（Nm3/h）＝K×10-3×He2 

  ＊香川県のK値 

地域等 K値 

丸亀市、坂出市、宇多津町、

多度津町の区域 

（島嶼部除く） 

S49.4.1以降設置の施設 

（特別排出基準適用） 

2.34 

S49.3.31以前設置の施設 6.0 

高松市の区域（島嶼部除く） 11.5 

その他の区域 17.5 

注）この表の区域は、S51.9.1時点の行政区画による。 

2）季節による燃料使用基準 

   燃料中の硫黄分を地域ごとに設定（香川県は対象地域なし） 

3）総量規制 

   総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定（香川県は対象地域なし） 

ばいじん 施設・規模ごとの排出基準（濃度） 0.04～0.5g/Nm3 

有
害
物
質 

カドミウム、カド

ミウム化合物 
施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3 

塩素、塩化水素 施設ごとの排出基準 塩素：30mg/Nm3、塩化水素：80,700mg/Nm3 

フッ素、フッ化水

素等 
施設ごとの排出基準 1.0～20mg/Nm3 

鉛、鉛化合物 施設ごとの排出基準 10～30mg/Nm3 

窒素酸化物 

1）施設・規模ごとの排出基準60～950ppm 

2）総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定（香川県は対

象地域なし） 

揮発性有機化合物（VOC） 施設ごとの排出基準 400～60,000ppmＣ 

粉
じ
ん 

一般粉じん 
施設の構造、使用、管理に関する基準 

集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 

特定粉じん 

（石綿） 

事業場の敷地境界基準 濃度10本/リットル 

建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 

特定物質（アンモニア､一酸化

炭素、メタノール等28物質） 
事故時における措置を規定（事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等） 

有
害
大
気
汚
染
物
質 

234物質(群) 

このうち「優先取組物

質」として22物質 

知見の集積等、各主体の責務を規定（事業者及び国民の排出抑制等自主的

取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等） 

指
定
物
質 

ベンゼン 施設・規模ごとに抑制基準 新設：50～600mg/Nm3、既設：100～1500mg/Nm3 

トリクロロエチ

レン 
施設・規模ごとに抑制基準 新設：150～300mg/Nm3、既設：300～500mg/Nm3 

テトラクロロエ

チレン 
施設・規模ごとに抑制基準 新設：150～300mg/Nm3、既設：300～500mg/Nm3 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 3.2.34 工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物 質 名 規制の方式と概要 

ば
い
煙 

硫黄酸化物 

1）排出口高さ(He)及び区域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値（量）

を設定 

  許容排出量（Nm3/h）＝K×10-3×He2 

  ＊香川県のK値 

地域等 K値 

丸亀市、坂出市、宇多津町、

多度津町の区域 

（島嶼部除く） 

S49.4.1以降設置の施設 

（特別排出基準適用） 

2.34 

S49.3.31以前設置の施設 6.0 

高松市の区域（島嶼部除く） 11.5 

その他の区域 17.5 

注）この表の区域は、S51.9.1時点の行政区画による。 

2）季節による燃料使用基準 

   燃料中の硫黄分を地域ごとに設定（香川県は対象地域なし） 

3）総量規制 

   総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定（香川県は対象地域なし） 

ばいじん 施設・規模ごとの排出基準（濃度） 0.04～0.5g/Nm3 

有
害
物
質 

カドミウム、カド

ミウム化合物 
施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3 

塩素、塩化水素 施設ごとの排出基準 塩素：30mg/Nm3、塩化水素：80,700mg/Nm3 

フッ素、フッ化水

素等 
施設ごとの排出基準 1.0～20mg/Nm3 

鉛、鉛化合物 施設ごとの排出基準 10～30mg/Nm3 

窒素酸化物 

1）施設・規模ごとの排出基準60～950ppm 

2）総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定（香川県は対

象地域なし） 

揮発性有機化合物（VOC） 施設ごとの排出基準 400～60,000ppmＣ 

粉
じ
ん 

一般粉じん 
施設の構造、使用、管理に関する基準 

集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 

特定粉じん 

（石綿） 

事業場の敷地境界基準 濃度10本/リットル 

建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 

特定物質（アンモニア､一酸化

炭素、メタノール等28物質） 
事故時における措置を規定（事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等） 

有
害
大
気
汚
染
物
質 

248物質(群) 

このうち「優先取組物

質」として23物質 

知見の集積等、各主体の責務を規定（事業者及び国民の排出抑制等自主的

取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等） 

指
定
物
質 

ベンゼン 施設・規模ごとに抑制基準 新設：50～600mg/Nm3、既設：100～1500mg/Nm3 

トリクロロエチ

レン 
施設・規模ごとに抑制基準 新設：150～300mg/Nm3、既設：300～500mg/Nm3 

テトラクロロエ

チレン 
施設・規模ごとに抑制基準 新設：150～300mg/Nm3、既設：300～500mg/Nm3 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容 (1) 公害関

係法令に基づく指定状況 3)公害防止に係る規制基準 ⑤ 水質汚濁に係る規制基準 

記載頁 本編 3.2-53 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.52(1) 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準 ア．有害物質】 

 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の許容限度の

値について、記載漏れがあったため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.2.52(1) 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準 
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誤記の 

内 容

(続き) 

  

【正】 

 

表 3.2.52(1) 水質汚濁防止法に基づく一律排水基準 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容 (1) 公害関

係法令に基づく指定状況 3)公害防止に係る規制基準 ⑤ 水質汚濁に係る規制基準 

記載頁 本編 3.2-55 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.53 上乗せ排水基準（下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業

場）】 

 表内の各特定事業場の生物化学的酸素要求量（mg/L）、化学的酸素要求量（mg/L）、

浮遊物質量（mg/L）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（mg/L）及びフェノール類含有

量（mg/L）の値について、誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

表 3.2.53 上乗せ排水基準（下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場） 

 

 

  

        項 目 

 

 

 特定事業場の区分 

生物化学的 

酸素要求量

（mg/L） 

化学的酸素 

要求量 

（mg/L) 

浮遊物質量

（mg/L) 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出 

物質含有量 

(mg/L) 

ﾌｪﾉー ﾙ 

類含有

量

(mg/L) 
鉱油類

含有量 

動植物

油脂類

含有量 

最大 
日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 最大 最大 

下

水

道

整

備

地

域

以

外

の

地

域

に

設

置

す

る

も

の 

化学工業に係るもの 15 10 15 10 15 10   1 

石油精製業に係るもの 15 10 15 10 15 10 2  1 

鉄鋼業に係るもの 15 10 15 10 30 25 2   

非鉄金属製造業に 

係るもの 
15 10 15 10 15 10 2  1 

金属製品製造業又は 

機械工業に係るもの 
15 10 15 10 20 15 2   

ガス供給業又はコークス

製造業に係るもの 
15 7 15 7 15 10 2  1 

廃油処理施設を 

設置するもの 
15 10 15 10 25 20 2   

下水処理施設を 

設置するもの 
25 20 25 20 60 50    

そ

の

他

の

も

の 

排 出 水 の 量 が

1,000m3以上のもの 
10 5 10 5 20 15 2 5  

排 出 水 の 量 が

1,000m3未満のもの 
15 10 15 10 30 20 3 10  

排出水の量が500m3

未満のもの 
20 15 20 15 40 30 5 15  

備考) 1.「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場をいう。 

2.「下水道整備地域」とは、下水道法第 2条第 8号に規定する処理区域をいう。 

3.「排出水の量」とは、工場又は事業場から排出される 1 日当たりの平均的な水の量のうち、当該業種に係るも

のをいう。 

4.この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号）第 2 条に規定する方法によ

り検定した場合における検出値によるものとする。 

5.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

6.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大量が 50ｍ3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用

する。 

7.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域に排出される排出水については、適用しない。ただし、し尿

処理施設を設置するもの、下水道終末処理施設を設置するもの又はみなし指定地域特定施設を設置するものの

みに該当する工場又は事業場から排出される排出水については、この限りでない。 
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誤記の 

内 容

(続き) 

  

【正】 

 

表 3.2.53 上乗せ排水基準（下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場） 

 

 

 

 

  

        項 目 

 

 

 特定事業場の区分 

生物化学的 

酸素要求量 

（mg/L） 

化学的酸素 

要求量 

（mg/L) 

浮遊物質量 

（mg/L) 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出 

物質含有量 

(mg/L) 

ﾌｪﾉー ﾙ 

類含有

量

(mg/L) 
鉱油類 

含有量 

動植物 

油脂類 

含有量 

最大 
日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 

日間 

平均 
最大 最大 最大 

下

水

道

整

備

地

域

以

外

の

地

域

に

設

置

す

る

も

の 

畜産農業等に係る畜房施設を設
置するもの 

80 60 80 60 80 60    

化 学 工 業
に 係 る も
の 

排出水の量が5,000
㎥以上のもの 

15 10 15 10 15 10   1 

排出水の量が5,000
㎥未満のもの 

20 15 20 15 25 20   1 

石油精製業に係るもの 15 10 15 10 15 10 2  1 

鉄鋼業に係るもの 15 10 15 10 30 25 2   

非鉄金属製造業に係るもの 15 10 15 10 15 10 2  1 

金属製品製造業又は機械工業に
係るもの 

15 10 15 10 20 15 2   

ガス供給業又はコークス製造業
に係るもの 

15 7 15 7 15 10 2  1 

廃油処理施設を設置するもの 15 10 15 10 25 20 2   

し尿処理施設を設置するもの 30 20 30 20 60 50    

下水道終末処理施設を設置する
もの 

25 20 25 20 60 50    

みなし指定地域特定施設を設置
するもの 

30 20 30 20 60 50    

そ
の
他
の
も
の 

排出水の量が2,000m3以上の
もの 15 10 15 10 25 15 2 10  

排出水の量が2,000m3未満の
もの 20 15 20 15 30 20 3 15  

排出水の量が1,000m3未満の
もの 30 20 30 20 50 40 5 20  

備考) 1.「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場をいう。 

2.「下水道整備地域」とは、下水道法第 2条第 8号に規定する処理区域をいう。 

3.「排出水の量」とは、工場又は事業場から排出される 1 日当たりの平均的な水の量のうち、当該業種に係るも

のをいう。 

4.この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号）第 2 条に規定する方法によ

り検定した場合における検出値によるものとする。 

5.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

6.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大量が 50ｍ3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用

する。 

7.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域に排出される排出水については、適用しない。ただし、し尿

処理施設を設置するもの、下水道終末処理施設を設置するもの又はみなし指定地域特定施設を設置するものの

みに該当する工場又は事業場から排出される排出水については、この限りでない。 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容 (1) 公害関

係法令に基づく指定状況 3)公害防止に係る規制基準 ⑥土壌汚染に係る規制基準 

記載頁 本編 3.2-57 

誤記の 

内 容 

【表 3.2.55 要措置区域の指定に係る基準（汚染状態に関する基準）及び地下水基準】 

 クロロエチレンの土壌溶出量基準及び地下水基準が記載されていませんでしたの

で、追記しました。 

 1,1-ジクロロエチレンの土壌溶出量基準の値及び 1,2-ジクロロエチレンの名称が

誤っていたため修正しました。 

 

 

【誤】 

表 3.2.55 要措置区域の指定に係る基準（汚染状態に関する基準）及び地下水基準 
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誤記の 

内 容

(続き) 

 

【正】 

 

表 3.2.55 要措置区域の指定に係る基準（汚染状態に関する基準）及び地下水基準 
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項 目 3.2.7 環境の保全を目的として法令又は条例により指定された地域、その他の対象及

び当該対象に係る規制の内容、その他の環境の保全に関する施策の内容  

(3) 文化財保護法に基づく指定状況 

記載頁 本編 3.2-66 

誤記の 

内 容 

【本文】 

 本文に記載がある国の指定文化財、県の指定文化財及び、登録有形文化財の箇所数

について、修正しました。 

 

【誤】 

坂出市内には、「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214号）に基づく国の指定文

化財が 5箇所、県の指定文化財が 9箇所、市の指定文化財が 12箇所、登録有形文

化財が 6箇所ある（表 3.2.60）。 

 

【正】 

坂出市内には、「文化財保護法」（昭和 25年法律第 214号）に基づく国の指定文

化財が 7箇所、県の指定文化財が 7箇所、市の指定文化財が 12箇所、登録有形文

化財が 18箇所ある（表 3.2.60）。 

 

【表 3.2.60 指定文化財等一覧】 

 関連する図表（表 3.2.61、図 3.2.25）と整合性を図るため、「令和 2年 1月 1 日」

から「令和 2 年 4 月 1 日現在」の指定数に変更集計し、国指定の史跡の数を修正しま

した。 

 

【誤】 

表 3.2.60 指定文化財等一覧 
令和 2年 1月 1日現在  

 建造物 史 跡 名 勝 天然記念物 

国指定 3 3 - - 

県指定 2 4 - 1 

市指定 3 7 1 1 

登録 18 - - - 

 

【正】 

表 3.2.60 指定文化財等一覧 

令和 2年 4月 1日現在  

 建造物 史 跡 名 勝 天然記念物 

国指定 3 4 - - 

県指定 2 4 - 1 

市指定 3 7 1 1 

登録 18 - - - 
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項 目 第 5章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

5.2 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法 

記載頁 本編 5-29 

誤記の 

内 容 

【表 5.2.5(2) 調査、予測及び評価の手法（水質）】 

 予測の基本的な手法の記載が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

表 5.2.5(2) 調査、予測及び評価の手法（水質） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

調査、予測及び評価の手法 
環境要素の区分 

影響要因の

区分 

水
環
境 

水
質 

 水温 施設の供用 1）調査の手法 

① 調査すべき情報 

A）水温 

水温の状況を把握するために、次の事項を調査した。 

・水温 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献、その他の資料及び現地調査

による情報収集並びに当該情報の整理及び解析による。 

③ 調査地域 

調査地域は、水温の特性をふまえて、環境影響を受ける恐

れがあると認められる放流口の前面海域とした。 

④ 調査地点 

調査地点は、調査地域の状況を適切かつ効果的に把握でき

る地点とした（図5.2.6参照）。 

⑤ 調査対象期間等 

現地調査は、4回/年実施した。 
2）予測の手法 

① 予測の基本的な手法 

予測は、設備機器の諸元、排水計画を基に、排水が対象事

業実施区域前面海域に排出された際の海水温上昇の影響を

定性的に予測した。 

② 予測地域 

調査地域と同様とした。 

③ 予測地点 

予測地点は、水温の特性をふまえて、予測地域における水

質に係る環境影響を的確に把握できる地点とした。 

④ 予測対象時期 

予測対象時期は、対象事業の特性をふまえて、操業の状態

が定常となり、排水の影響が最大となる時期とした。 

3）評価の手法 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置によって、水温に

対する影響が、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減され

ているかについて評価した。 
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誤記の 

内 容

(続き) 

  

【正】 

表 5.2.5(2) 調査、予測及び評価の手法（水質） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

調査、予測及び評価の手法 
環境要素の区分 

影響要因の

区分 

水
環
境 

水
質 

 水温 施設の供用 1）調査の手法 

① 調査すべき情報 

A）水温 

水温の状況を把握するために、次の事項を調査した。 

・水温 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献、その他の資料及び現地調査

による情報収集並びに当該情報の整理及び解析による。 

③ 調査地域 

調査地域は、水温の特性をふまえて、環境影響を受ける恐

れがあると認められる放流口の前面海域とした。 

④ 調査地点 

調査地点は、調査地域の状況を適切かつ効果的に把握でき

る地点とした（図5.2.6参照）。 

⑤ 調査対象期間等 

現地調査は、4回/年実施した。 
2）予測の手法 

① 予測の基本的な手法 

予測は、設備機器の諸元、排水計画を基に、排水が対象事

業実施区域前面海域に排出された際の海水温上昇の影響を

数理モデルを用いた予測式による方法により予測した。 

② 予測地域 

調査地域と同様とした。 

③ 予測地点 

予測地点は、水温の特性をふまえて、予測地域における水

質に係る環境影響を的確に把握できる地点とした。 

④ 予測対象時期 

予測対象時期は、対象事業の特性をふまえて、操業の状態

が定常となり、排水の影響が最大となる時期とした。 

3）評価の手法 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置によって、水温に

対する影響が、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減され

ているかについて評価した。 
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項 目 5.2 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法 

記載頁 本編 5-30 

誤記の 

内 容 

【図 5.2.6 水の汚れ、富栄養化、水の濁り及び水温に係る調査地点】 

 一部の調査地点について、場所が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.6 水の汚れ、富栄養化、水の濁り及び水温に係る調査地点 
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誤記の 

内 容

(続き) 

 

【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.6 水の汚れ、富栄養化、水の濁り及び水温に係る調査地点 
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項 目 第 6章 環境影響評価の結果  

6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (1)調査結果の概要 

1)気象の状況 ①文献その他の資料調査  

記載頁 本編 6.1-1 

誤記の 

内 容 

【本文 D）観測結果】 

 通年の夜間の陸風の風向が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】                 

D) 観測結果 

既存の観測局のうち、予測評価で風向風速のデータを引用する「林田出張所」

の風配図を図 6.1.1～図 6.1.3に示す。また、風向出現頻度を表 6.1.1、風速階

級別出現頻度を表 6.1.2に示す。 

通年の夜間（19～7時）では、東南東の陸風が顕著となっており、同昼間（7～

19時）では、西～北北西の海風となっている。陸風が東北東の特定の風向となる

のは、綾川沿いに発達しやすい山谷風の影響及び雄山・雌山・五色台等の山岳の

影響と考えられる。 

 

 

【正】 

D） 観測結果 

既存の観測局のうち、予測評価で風向風速のデータを引用する「林田出張所」

の風配図を図 6.1.1～図 6.1.3に示す。また、風向出現頻度を表 6.1.1、風速階

級別出現頻度を表 6.1.2に示す。 

通年の夜間（19～7時）では、東南東の陸風が顕著となっており、同昼間（7～

19時）では、西～北北西の海風となっている。陸風が東南東の特定の風向となる

のは、綾川沿いに発達しやすい山谷風の影響及び雄山・雌山・五色台等の山岳の

影響と考えられる。 
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項 目 6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (1)調査結果の概要 

1)気象の状況 ②現地調査 A)高層気象  

記載頁 本編 6.1-11 

誤記の 

内 容 

【本文 d）観測結果】 

 海陸風の夜間の風向が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】                 

d）観測結果 

I）風向 

対象実施区域における全季節の高度別最多風向は、高度 50～100m では N（北）

で 9.4～11.2%、高度 150～900mでは WSW（西南西）で 11.2～16.1%、高度 1,000～

1,500m では W（西）で 11.2～15.6%となっている。 

対象事業実施区域における季節別の高度別最多風向は、冬季は高度 1,400m、

1,500m で NNW（北北西）の 30.4%、春季は高度 350m で WSW（西南西）、高度 1,300m

で W（西）の 23.2%、夏季は高度 1,100m と高度 1,300mで S（南）の 25.0%、秋季

は高度 700m で E（東）の 30.4%となっている。 

地上(50m)及び上空(500m、1000m)における時刻別の風配図を図 6.1.6に示す。

地上 50m では、海陸風(昼間：北西、夜間：東北東)の傾向が見られるが、上空(500m、

1000m)では、反流(海陸風の逆方向の風)等の顕著な傾向は見られない。 

 

 

 

【正】 

d） 観測結果 

I）風向 

対象事業実施区域における観測結果の概要は表 6.1.3、その詳細は、表 6.1.4、

図 6.1.5のとおりである。 

対象実施区域における全季節の高度別最多風向は、高度 50～100m では N（北）

で 9.4～11.2%、高度 150～900m では WSW（西南西）で 11.2～16.1%、高度 1,000～

1,500m では W（西）で 11.2～15.6%となっている。 

対象事業実施区域における季節別の高度別最多風向は、冬季は高度 1,400m、

1,500m で NNW（北北西）の 30.4%、春季は高度 350m で WSW（西南西）、高度 1,300m

で W（西）の 23.2%、夏季は高度 1,100m と高度 1,300mで S（南）の 25.0%、秋季

は高度 700m で E（東）の 30.4%となっている。 

地上(50m)及び上空(500m、1000m)における時刻別の風配図を図 6.1.6に示す。

地上 50m では、海陸風(昼間：北西、夜間：東南東)の傾向が見られるが、上空(500m、

1000m)では、反流(海陸風の逆方向の風)等の顕著な傾向は見られない。 
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項 目 6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (1)調査結果の概要 

1)気象の状況 ②現地調査 A)高層気象  

記載頁 本編 6.1-23 

誤記の 

内 容 

【図 6.1.7 高度別平均風速（全季節及び季節別）】 

 通年、冬季、春季のグラフが誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】                 

 
図 6.1.7 高度別平均風速（全季節及び季節別） 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

  

【正】 

 
図 6.1.7 高度別平均風速（全季節及び季節別） 
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項 目 6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (1)調査結果の概要 

1)気象の状況 ②現地調査 

記載頁 本編 6.1-34～36 

誤記の 

内 容 

【図 6.1.10(1) 高層気象観測期間中の天気図（冬季）】 

1月 25 日～31日の天気図が誤っていたため、修正しました。 

【図 6.1.10(2) 高層気象観測期間中の天気図（春季）】 

4月 26 日～5月 2日の天気図が誤っていたため、修正しました。 

【図 6.1.10(3) 高層気象観測期間中の天気図（夏季）】 

7月 20 日の天気図が誤っていたため、修正しました。 

 

 

【誤】                【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.10(1) 高層気象観測期間中の天気図（冬季） 

 

 

  

1月 25日 9時 1月 26日 9時 

  

1月 27日 9時 1月 28日 9時 

  

1月 29日 9時 1月 30日 9時 

 

 

1月 31日 9時 「気象庁ホームページ」より作成 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

  

【誤】                 【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.10(2) 高層気象観測期間中の天気図（春季） 

 

  

  

4月 26日 9時 4月 27日 9時 

  

4月 28日 9時 4月 29日 9時 

  

4月 30日 9時 5月 1日 9時 

 

 

5月 2日 9時 「気象庁ホームページ」より作成 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】                 【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.10(3) 高層気象観測期間中の天気図（夏季） 

 

 

  

  

7月 17日 9時 7月 18日 9時 

  

7月 19日 9時 7月 20日 9時 

  

7月 21日 9時 7月 22日 9時 

 

 

7月 23日 9時 「気象庁ホームページ」より作成 
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項 目 6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (2)予測及び評価の結

果 1)工事の実施 ①工事用資材等の搬出入 

記載頁 本編 6.1-54 

誤記の 

内 容 

【本文 B) 評価の結果 a)環境影響の回避・低減に関する評価】 

 工事用資材等の搬出入に係る予測項目として、「硫黄酸化物」が記載されていません

でしたので修正しました。 

 

【誤】                  

工事関係車両の走行に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の影響を

低減するため、以下の環境保全措置を講じる。 

・工事工程等の調整により、工事関係車両台数を平準化することにより、ピーク

時の発生台数を削減する。 

・蒸気タービンやボイラー等の大型機器は、可能な限りメーカーの工場で組み

立てて搬入することで、工事関係車両台数を削減する。 

・工事に伴い発生する掘削土は、できる限り対象事業実施区域内で有効利用す

ることにより、残土運搬車両台数を減らす。 

・工事関係者の乗り合い通勤の徹底を図ることにより、工事関係車両台数を低

減する。 

・車両が集中する通勤時間帯には、できる限り工事用資材等の搬出入を行わな

い。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等、エコドライブの実施を工

事関係者に徹底する。 

 

これらの環境保全措置を講じることにより、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質の寄与濃度は現況の濃度と比較して十分低いものになると予測されることか

ら、工事関係車両の走行に伴う窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の大気質への影響は

実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 

 

【正】 

工事関係車両の走行に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の影響を

低減するため、以下の環境保全措置を講じる。 

・工事工程等の調整により、工事関係車両台数を平準化することにより、ピーク

時の発生台数を削減する。 

・蒸気タービンやボイラー等の大型機器は、可能な限りメーカーの工場で組み立

てて搬入することで、工事関係車両台数を削減する。 

・工事に伴い発生する掘削土は、できる限り対象事業実施区域内で有効利用する

ことにより、残土運搬車両台数を減らす。 

・工事関係者の乗り合い通勤の徹底を図ることにより、工事関係車両台数を低減

する。 

・車両が集中する通勤時間帯には、できる限り工事用資材等の搬出入を行わない。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等、エコドライブの実施を工

事関係者に徹底する。 

 

これらの環境保全措置を講じることにより、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質の寄与濃度は現況の濃度と比較して十分低いものになると予測されることか

ら、工事関係車両の走行に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の大気

質への影響は実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 
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項 目 6.1 大気質 6.1.1 硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質 (2)予測及び評価の結

果 2)施設の稼働 ③燃料等の搬出入（関係車両） 

記載頁 本編 6.1-127 

誤記の 

内 容 

【本文 B) 評価の結果 a)環境影響の回避・低減に関する評価】 

 施設の稼働に係る予測項目として、「硫黄酸化物」が記載されていませんでしたので

修正しました。 

 

【誤】                  

燃料の輸送・車両の走行に伴って排出される窒素酸化物及び粉じん等の影響を低

減するため、以下の環境保全措置を講じる。 

・定期点検等での資材等の搬入が多い場合には、できる限り発電所関係作業員の

乗り合い通勤を図ることにより、車両台数を低減する。 

・定期点検工程等の調整により、発電所関係車両台数を平準化することにより、

ピーク時の台数を減らす。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等、エコドライブの実施を発

電所関係者に徹底する。 

・燃料の輸送工程を調整することにより搬入作業時期を平準化する。 

これらの環境保全措置を講じることにより、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質の寄与濃度は現況の濃度と比較して十分低いものになると予測されることか

ら、発電所関係車両の走行に伴う窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の大気質への影響

は実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 

 

【正】 

燃料等の輸送・関係車両の走行に伴って排出される硫黄酸化物、窒素酸化物及び

粉じん等の影響を低減するため、以下の環境保全措置を講じる。 

・定期点検等での資材等の搬入が多い場合には、できる限り発電所関係作業員の

乗り合い通勤を図ることにより、車両台数を低減する。 

・定期点検工程等の調整により、発電所関係車両台数を平準化することにより、

ピーク時の台数を減らす。 

・急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等、エコドライブの実施を発

電所関係者に徹底する。 

・燃料の輸送工程を調整することにより搬入作業時期を平準化する。 

これらの環境保全措置を講じることにより、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質の寄与濃度は現況の濃度と比較して十分低いものになると予測されることか

ら、発電所関係車両の走行に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の大

気質への影響は実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 
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項 目 6.2 騒音・超低周波音 6.2.1 騒音 (1)調査結果の概要 1)騒音の状況 ①文献そ

の他の資料調査 

記載頁 本編 6.2-1 

誤記の 

内 容 

【本文 C）調査期間】 

 データの調査期間が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

C）調査期間 

平成 24 年度～平成 27年度および平成 29年度～平成 30年度 

 

【正】 

C）調査期間 

平成 29 年度～平成 30年度 

 

 

 

 

 

 

関連頁 本編 6.3-1 

 6.2-1 の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.2 騒音・超低周波音 6.2.1 騒音 (2)予測及び評価の結果 1)工事の実施 ②建

設機械の稼働 A）予測 e）予測の結果 

記載頁 本編 6.2-23 

誤記の 

内 容 

【表 6.2.17 騒音レベルの予測結果】 

 規制基準値に「香川県生活環境の保全に係る条例」は該当しないため、修正しまし

た。 

 

【誤】 

表 6.2.17 騒音レベルの予測結果 

（単位：dB） 

 

 

 

 
 

注：1.規制基準値は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43年厚生省・建
設省告示第 1号）及び「香川県生活環境の保全に係る条例」（昭和 46年、条例第 1号）に基づく、
騒音に係る特定建設作業の基準を示す。 

2.表中の予測地点は、図 6.2.1（6.2-2ページ）と対応している。 

 

 

【正】 

表 6.2.17 騒音レベルの予測結果 

（単位：dB） 

 

 

 

 
 

注：1.規制基準値は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43年、厚生省・

建設省告示第 1号）に基づく、騒音に係る特定建設作業の基準を示す。 

2.表中の予測地点は、図 6.2.1（6.2-2ページ）と対応している。 

関連頁 本編 9-23 

 6.2-23の修正にあわせて、関連箇所を修正 

 

 

  

予測地点 
時間率騒音レベル（LA5) 

建設作業騒音レベル予測結果 規制基準 

敷地境界 St.1 72 85 

近傍住居等 St.2 57 － 

 

予測地点 
時間率騒音レベル（LA5) 

建設作業騒音レベル予測結果 規制基準 

敷地境界 St.1 72 85 

近傍住居等 St.2 57 － 
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項 目 6.2 騒音・超低周波音 6.2.1 騒音 (2)予測及び評価の結果 1)工事の実施 ②建

設機械の稼働 

記載頁 本編 6.2-24 

誤記の 

内 容 

【本文 B）評価の結果 b）環境保全の基準等との整合性】 

 規制基準値の出典は「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」で

あるため、修正しました。 

 

【誤】 

b）環境保全の基準等との整合性 

敷地境界の建設機械騒音レベル（LA5）の予測結果は、影響が最大になる時期

で 72dB であり両時期ともに「香川県生活環境の保全に係る条例」（昭和 46年、

条例第 1号）に基づく敷地境界における規制基準値 85dBを下回っている。 

 

【正】 

b）環境保全の基準等との整合性 

敷地境界の建設機械騒音レベル（LA5）の予測結果は、影響が最大になる時期

で 72dB であり「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭

和 43 年、厚生省・建設省告示第 1 号）に基づく敷地境界における規制基準値

85dBを下回っている。 

 

 

 

関連頁 本編 9-23 

 6.2-24の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.3 振動 (1)調査結果の概要 1)振動の状況 ②現地調査 E）調査結果 

ａ）環境振動 

記載頁 本編 6.3-3 

誤記の 

内 容 

【表 6.3.1 環境振動調査結果】 

 要請限度の出典は「振動規制法施行規則」であるため、修正しました。 

 

【誤】 

表 6.3.1 環境振動調査結果 
 

調査日：平成 31年 2月 20日（水）12時～平成 31年 2月 21日（木）12時 
（単位：dB） 

調査地点 時間区分 
時間率振動レベル(L10) 

基準値との適否 
測定値 要請限度 

St.1 
昼間 36 70 ○ 

夜間 31 65 ○ 

注：1.要請限度は、「香川県生活環境の保全に関する条例」（昭和 46年、条例第 1号）に基づく道
路交通振動の要請限度のうち第 2種区域の基準値を示す。 

2.時間区分は、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
3.測定値は、当該時間区分における 1時間値（L10）の算術平均値である。 
4.基準値との適否について「○」は基準値を満足していることを示す。 
5.表中の調査地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

 

【正】 

表 6.3.1 環境振動調査結果 
 

調査日：平成 31年 2月 20日（水）12時～平成 31年 2月 21日（木）12時 
（単位：dB） 

調査地点 時間区分 
時間率振動レベル(L10) 

基準値との適否 
測定値 要請限度 

St.1 
昼間 36 70 ○ 

夜間 31 65 ○ 

注：1.要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和 51年、総理府令第 58号）に基づく道路交通振動
の要請限度のうち第 2種区域の基準値を示す。 

2.時間区分は、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
3.測定値は、当該時間区分における 1時間値（L10）の算術平均値である。 
4.基準値との適否について「○」は基準値を満足していることを示す。 
5.表中の調査地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

 

 

 

 

 

 

関連頁 本編 9-24、53 

 6.3-3 の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.3 振動 (1)調査結果の概要 1)振動の状況 ②現地調査 

記載頁 本編 6.3-3 

誤記の 

内 容 

【本文 E）調査結果 b）道路交通振動】 
資料編 6（後述 80～81 頁）に記載のとおり、昼間と夜間の時間区分表記、昼間及び

夜間の L10の値、昼間の L50の値が誤っていましたので、修正しました。 
 

参考：資料編 6 表 1.3(2) 振動調査結果(道路交通振動、St.2) 

【誤】                【正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誤】 

b）道路交通振動 

時間率振動レベル（Ｌ10）は、昼間が 40dB、夜間が 32dBとなっており、昼間、

夜間ともに要請限度を下回っている。 
 

【正】 

b）道路交通振動 

時間率振動レベル（Ｌ10）は、昼間が 42dB、夜間が 33dBとなっており、昼間、

夜間ともに要請限度を下回っている。 

 

 

 

 
 

 

時間区分 振動レベル（dB）

昼間(8:00～19:00) 42

夜間(19:00～8:00) 33

時間区分 振動レベル（dB）

朝(7:00～20:00) 41

昼間(20:00～7:00) 32
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【表 6.3.2 道路交通振動調査結果】 

 時間率振動レベル（Ｌ10）の昼間及び夜間の数値が誤っていましたので、修正しまし

た。また、注釈に示す要請限度の引用法令が誤っていましたので、修正しました。 

【誤】 

表 6.3.2 道路交通振動調査結果 
調査日：平成 31年 2月 20日（水）12時～平成 31年 2月 21日（木）12時 

（単位：dB） 

調査地点 時間区分 
時間率振動レベル(L10) 

基準値との適否 
測定値 要請限度 

St.2 
昼間 40 65 ○ 

夜間 32 60 ○ 

注：1.要請限度は、「香川県生活環境の保全に関する条例」（昭和 46年、条例第 1号）に基づく道
路交通振動の要請限度のうち第 1種区域の基準値を示す。 

2.時間区分は、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
3.測定値は、当該時間区分における 1時間値（L10）の算術平均値である。 
4.基準値との適否について「○」は基準値を満足していることを示す。 
5.表中の調査地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

【正】 

表 6.3.2 道路交通振動調査結果 
調査日：平成 31年 2月 20日（水）12時～平成 31年 2月 21日（木）12時 

（単位：dB） 

調査地点 時間区分 
時間率振動レベル(L10) 

基準値との適否 
測定値 要請限度 

St.2 
昼間 42 65 ○ 

夜間 33 60 ○ 

注：1.要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和 51年、総理府令第 58号）に基づく道路交通振動
の要請限度のうち第 1種区域の基準値を示す。 

2.時間区分は、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
3.測定値は、当該時間区分における 1時間値（L10）の算術平均値である。 
4.基準値との適否について「○」は基準値を満足していることを示す。 
5.表中の調査地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

関連頁  資料編 6（後述 81～82 頁）の修正にあわせて、6.3-13 の本文及び表 6.3.10、6.3-

27の本文及び表 6.3.21を修正。また、表 6.3.10については、表題及び要請限度の値

が誤っていたため、あわせて修正しました。 

【本文 A）予測 e）予測の結果】 

【誤】 

ｅ）予測の結果 

工事用資材等の搬出入に伴う影響が最大になる時期において、予測地点におけ

る将来の道路交通振動レベル（L10）は 40dB(小数点以下第一位表示：40.4dB、評価

は整数表示であるため、40dB)であり、工事用資材等の搬出入に係る車両の走行に

伴う振動レベルの増加分は 0dB(小数点以下第一位表示：0.4dB)である。 

【正】 

ｅ）予測の結果 

工事用資材等の搬出入に伴う影響が最大になる時期において、予測地点におけ

る将来の道路交通振動レベル（L10）は 42dB(小数点以下第一位表示：42.4dB、評

価は整数表示であるため、42dB)であり、工事用資材等の搬出入に係る車両の走行

に伴う振動レベルの増加分は 0dB(小数点以下第一位表示：0.4dB)である。 
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関連頁 

(続き) 

【表 6.3.10 資材等の運搬に伴う道路振動の予測結果】 

 

【誤】 

表 6.3.10 資材等の運搬に伴う道路交通振動の予測結果 
（単位：dB） 

予測地点 
現況実測値 

（L10） 

振動レベル(L10)の予測結果 

要請限度 
増加分 

将来予測結果 

(一般車両＋工事用資材等の

搬出入に係る車両) 

St.2 40 0 40 70 

注：1.時間区分について、昼間：8:00～19:00を示す。 

注：2.表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2 ページ）と対応している。 

 

【正】 

表 6.3.10 工事用資材等の搬出入に伴う道路交通振動の予測結果 
（単位：dB） 

予測地点 
現況実測値 

（L10） 

振動レベル(L10)の予測結果 

要請限度 
増加分 

将来予測結果 

(一般車両＋工事用資材等の

搬出入に係る車両) 

St.2 42 0 42 65 

注：1.時間区分について、昼間：8:00～19:00を示す。 
注：2.表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2 ページ）と対応している。 

 

 

【本文 B）評価の結果 b）環境保全の基準等との整合性】 

 

【誤】 

b）環境保全の基準等との整合性 

工事用資材等の搬出入による道路交通振動への影響が最大になる時期におい

て、予測地点における将来の道路交通振動レベル（L10）は 40dBであり、要請限度

を下回っている。 

 

【正】 

b）環境保全の基準等との整合性 

工事用資材等の搬出入による道路交通振動への影響が最大になる時期におい

て、予測地点における将来の道路交通振動レベル（L10）は 42dBであり、要請限度

を下回っている。 
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関連頁 

(続き) 

【本文 A）予測 e）予測の結果】 

  

【誤】 

e）予測の結果 

燃料等の搬出入に伴う道路交通振動の影響が最大になる時期において、予測

地点における道路交通振動レベル（L10）は、昼間が 41dB(小数点以下第一位表

示：41.2dB、評価は整数表示であるため、41dB)、夜間が 32dB(小数点以下第一

位表示：32.1dB、評価は整数表示であるため、32dB)であり、燃料等の搬出入に

係る車両の走行に伴う振動レベルの増加分は昼間 0dB(小数点以下第一位表示：

0.2dB)、夜間 0dB(小数点以下第一位表示：0.1dB)である。 
 

【正】 

e）予測の結果 

燃料等の搬出入に伴う道路交通振動の影響が最大になる時期において、予測

地点における道路交通振動レベル（L10）は、昼間が 42dB(小数点以下第一位表

示：42.2dB、評価は整数表示であるため、42dB)、夜間が 33dB(小数点以下第一

位表示：33.1dB、評価は整数表示であるため、33dB)であり、燃料等の搬出入に

係る車両の走行に伴う振動レベルの増加分は昼間 0dB(小数点以下第一位表示：

0.2dB)、夜間 0dB(小数点以下第一位表示：0.1dB)である。 

 

【表 6.3.21 燃料等の運搬に伴う道路交通振動の予測結果】 
 

【誤】 

表 6.3.21 燃料等の運搬に伴う道路交通振動の予測結果 
（単位：dB） 

予測地点 時間区分 

現況 

実測値 

（L10） 

振動レベル(L10)の予測結果 

要請限度 
増加分 

将来予測結果 

(一般車両＋発電所関係車両) 

St.2 
昼間 41 0  41  70 

夜間 32 0  32  65 
注：1.時間区分について、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
注：2表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2 ページ）と対応している。 

 

【正】 

表 6.3.21 燃料等の運搬に伴う道路交通振動の予測結果 
（単位：dB） 

予測地点 時間区分 

現況 

実測値 

（L10） 

振動レベル(L10)の予測結果 

要請限度 
増加分 

将来予測結果 

(一般車両＋発電所関係車両) 

St.2 
昼間 42 0  42  65 

夜間 33 0  33  60 
注：1.時間区分について、昼間：8:00～19:00、夜間：19:00～8:00を示す。 
注：2表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2 ページ）と対応している。 

 

6.3-3、6.3-13、6.3-27 の修正にあわせて、9章の関連箇所（9-10、9-11、9-76）を

修正 
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項 目 6.3 振動 （2）予測及び評価の結果 1)工事の実施 ②建設機械の稼働 A）予測 

e）予測の結果 

記載頁 本編 6.3-18 

誤記の 

内 容 

【表 6.3.14 振動レベル予測結果（土木工事による影響が最大になる時期】 

 規制基準値の出典に「香川県生活環境の保全に係る条例」は該当しないため、修正

しました。 

 

【誤】 

表 6.3.14 振動レベル予測結果（土木工事による影響が最大になる時期） 
（単位：dB） 

予測地点 
時間率振動レベル（L10) 

建設作業振動レベル予測結果 規制基準 

敷地境界 St.1 ＜30 75 

近傍住居等 St.2 ＜30 － 

注：1.規制基準値は、「振動規制法施行規則」（昭和 51年、総理府令第 58号）及び「香川県生活環
境の保全に係る条例」（昭和 46年、条例第 1号）に基づく、振動に係る特定建設作業の基準
を示す。 

2.「＜30」は、30dBより低い値を示す。 
3.表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

 

【正】 

表 6.3.14 振動レベル予測結果（土木工事による影響が最大になる時期） 
（単位：dB） 

予測地点 
時間率振動レベル（L10) 

建設作業振動レベル予測結果 規制基準 

敷地境界 St.1 ＜30 75 

近傍住居等 St.2 ＜30 － 

注：1.規制基準値は、「振動規制法施行規則」（昭和 51年、総理府令第 58号）に基づく、振動に係
る特定建設作業の基準を示す。 

2.「＜30」は、30dBより低い値を示す。 
3.表中の予測地点は、図 6.3.1（6.3-2ページ）と対応している。 

関連頁 本編 9-25 

 6.3-18の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.3 振動 （2）予測及び評価の結果 1)工事の実施 ②建設機械の稼働 

記載頁 本編 6.3-19 

誤記の 

内 容 

【本文 B）評価の結果 b）環境保全の基準等との整合性】 

 規制基準値の出典に「香川県生活環境の保全に係る条例」は該当しないため、修正

しました。 

 

【誤】 

b）環境保全の基準等との整合性 

敷地境界の建設機械振動レベル（L10）の予測結果は、影響が最大になる時期

で 30dB 未満であり、「香川県生活環境の保全に係る条例」（昭和 46 年、条例第

1号）に基づく敷地境界における規制基準値 75dBを下回っている。 

 

【正】 

b）環境保全の基準等との整合性 

敷地境界の建設機械振動レベル（L10）の予測結果は、影響が最大になる時期

で 30dB 未満であり、「振動規制法施行規則」（昭和 51年、総理府令第 58号）に

基づく敷地境界における規制基準値 75dBを下回っている。 
 

関連頁 本編 9-25 

 6.3-19の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.5 水質 6.5.1 水の汚れ、富栄養化、水の濁り (1)調査結果の概要 2）富栄養化

の状況 ②現地調査 F）調査結果 

記載頁 本編 6.5-6 

誤記の 

内 容 

【表 6.5.2 周辺海域の水質調査結果（富栄養化）】 

 秋季の St.2の調査結果について、有効数字を修正しました。 
 

【誤】 

表 6.5.2 周辺海域の水質調査結果（富栄養化） 

 
 

 

【正】 
表 6.5.2 周辺海域の水質調査結果（富栄養化） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関連頁 本編 9-55 

 6.5-6 の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.7 植物 6.7.1 水生植物 (1)調査結果の概要 1）水生植物の状況 ②現地調査 

E）調査結果 

記載頁 本編 6.7-3、6.7-4 

誤記の 

内 容 

【本文 a）海藻類（付着植物）】 

【本文 a）海藻類（付着植物） Ⅰ）冬季調査】 

【本文 a）海藻類（付着植物） Ⅱ）春季調査】 

【本文 a）海藻類（付着植物） Ⅲ）夏季調査】 

【本文 a）海藻類（付着植物） Ⅳ）秋季調査】 

 出現種数が正しく記載されていませんでしたので、修正しました。 

【誤】 

a) 海藻類（付着植物） 

4 季の調査で 4 綱 17 目 24 科 46 種の海藻類が確認された。出現種は、紅藻綱

（紅色植物門）に類する種が主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる

種であった。 

各季の調査結果を以下に示す。 

【正】 

a) 海藻類（付着植物） 

4 季の調査で 5 綱 17 目 24 科 41 種の海藻類が確認された。出現種は、紅藻綱

（紅色植物門）に類する種が主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる

種であった。 

各季の調査結果を以下に示す。 
 

【誤】 

Ⅰ)冬季調査 

出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 32種であった。地

点別の種数は両地点とも上層＜中層＜下層の順に多く、地点 A の上層、中層、下

層ではそれぞれ 3種、6種、7種、地点Ｂの上層、中層、下層ではそれぞれ 8種、

10種、22種であった。 

優占種についてみると、地点 A の上層、中層、下層の最優占種は、それぞれホ

ソアヤギヌ（紅藻綱）、ヒメテングサ（紅藻綱）、テングサ科（紅藻綱）であった。

一方、地点 Bでは、上層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、シオミドロ

科（褐藻綱）、ヤハズグサ（褐藻綱）がそれぞれ最も優占した。 

【正】 

Ⅰ)冬季調査 

出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 31種であった。地

点別の種数は両地点とも上層＜中層＜下層の順に多く、地点 A の上層、中層、下

層ではそれぞれ 3種、6種、7種、地点Ｂの上層、中層、下層ではそれぞれ 8種、

10種、21種であった。 

優占種についてみると、地点 A の上層、中層、下層の最優占種は、それぞれホ

ソアヤギヌ（紅藻綱）、ヒメテングサ（紅藻綱）、テングサ科（紅藻綱）であった。

一方、地点 Bでは、上層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、シオミドロ

科（褐藻綱）、ヤハズグサ（褐藻綱）がそれぞれ最も優占した。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 

Ⅱ)春季調査 

出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 27種であった。地

点別の種数は両地点とも上層＜中層＜下層の順に多く、地点 A の上層、中層、下

層ではそれぞれ 4種、7種、9種、地点 Bの上層、中層、下層ではそれぞれ 7種、

12種、18種であった。 

優占種についてみると、地点 A の上層、中層、下層の最優占種は、それぞれ藍

藻綱、アオサ属（旧アオノリ属）（緑藻綱）、アオサ属（緑藻綱）であった。一方、

地点 Bでは、上層、中層、下層の順にアオサ属（緑藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、

ワカメ（褐藻綱）がそれぞれ最も優占した。 

【正】 

Ⅱ)春季調査 

出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 25種であった。地

点別の種数は両地点とも上層＜中層＜下層の順に多く、地点 A の上層、中層、下

層ではそれぞれ 4種、7種、8種、地点 Bの上層、中層、下層ではそれぞれ 7種、

12種、18種であった。 

優占種についてみると、地点 A の上層、中層、下層の最優占種は、それぞれ藍

藻綱、アオサ属（旧アオノリ属）（緑藻綱）、アオサ属（緑藻綱）であった。一方、

地点 Bでは、上層、中層、下層の順にアオサ属（緑藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、

ワカメ（褐藻綱）がそれぞれ最も優占した。 
 

【誤】 

Ⅲ) 夏季調査 
出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 25種であった。地

点別の種数は地点 A では 4～5 種と採取層によらず同等であったが、地点 B では
上層＜中層＜下層（5種、8種、18種）の順で採取水深が深いほど多かった。 
優占種についてみると、地点 Aの上層と下層ではアオサ属（緑藻綱）、中層では

ヒメテングサ（紅藻綱）が最も優占した。一方、地点 B における最優占種は、上
層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、ヤハズ
グサ（褐藻綱）であった。 

【正】 

Ⅲ) 夏季調査 
出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 22種であった。地

点別の種数は地点 A では 4～5 種と採取層によらず同等であったが、地点 B では
上層＜中層＜下層（5種、8種、16種）の順で採取水深が深いほど多かった。 
優占種についてみると、地点 Aの上層と下層ではアオサ属（緑藻綱）、中層では

ヒメテングサ（紅藻綱）が最も優占した。一方、地点 B における最優占種は、上
層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、ヤハズ
グサ（褐藻綱）であった。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 

Ⅳ)秋季調査 
出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 18種であった。地

点･採取層別の種数は 2～11種の範囲で、両地点とも上層＜中層＜下層（地点Ａ：
2 種、3種、4 種，地点Ｂ：2 種、8 種、11種）の順となり、採取水深が深いほど
多かった。 
優占種についてみると、調査地点Ａの上層と中層ではホソアヤギヌ（紅藻類）、

下層ではテングサ科（紅藻綱）が最も優占した。一方、調査地点Ｂにおける最優
占種は、上層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、
マクサ（紅藻綱）であった。 

【正】 

Ⅳ)秋季調査 
出現種数は、紅藻綱（紅色植物門）に類する種を主体とした 16種であった。地

点･採取層別の種数は 2～10種の範囲で、両地点とも上層＜中層＜下層（地点Ａ：
2 種、3種、4 種，地点Ｂ：2 種、7 種、10種）の順となり、採取水深が深いほど
多かった。 
優占種についてみると、調査地点Ａの上層と中層ではホソアヤギヌ（紅藻類）、

下層ではテングサ科（紅藻綱）が最も優占した。一方、調査地点Ｂにおける最優
占種は、上層、中層、下層の順にヒメテングサ（紅藻綱）、イソダンツウ（紅藻綱）、
マクサ（紅藻綱）であった。 

 

 
 

 

関連頁 本編 6.7-3、6.7-4の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-57）を修正 
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項 目 6.7 植物 6.7.1 水生植物 (1)調査結果の概要 1）水生植物の状況 ②現地調査 

E）調査結果 

記載頁 本編 6.7-4、6.7-5 

誤記の 

内 容 

 

【本文 b）植物プランクトン】 

【本文 b）植物プランクトン Ⅰ）冬季調査結果】 

【本文 b）植物プランクトン Ⅱ）春季調査結果】 

【本文 b）植物プランクトン Ⅲ）夏季調査結果】 

【本文 b）植物プランクトン Ⅳ）秋季調査結果】 

 出現種数が正しく記載されていないとともに、学名の記載が一部誤っていましたの

で、修正しました。 

【誤】 

b）植物プランクトン 
4 季の調査で 10 綱 15 目 34 科 91 種の植物プランクトンが確認された。出現種

は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般
的に見られる種であった。また、両地点ともに淡水域に分布する珪藻綱の
Aulacoseira distans、Aulacoseira granulata、Aulacoseira italicaや緑藻綱
の Scenedesmus sppが確認されていることから、当該地点は淡水流入の影響を強
く受けていると考えられる。 
各季の調査結果を以下に示す。 

【正】 

b）植物プランクトン 
4 季の調査で 10 綱 15 目 32 科 80 種の植物プランクトンが確認された。出現種

は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般
的に見られる種であった。また、両地点ともに淡水域に分布する珪藻綱の
Aulacoseira distans、Aulacoseira spp.や緑藻綱の Scenedesmus spp.が確認さ
れていることから、当該地点は淡水流入の影響を強く受けていると考えられる。 
各季の調査結果を以下に示す。 
 

【誤】 

Ⅰ)冬季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 40種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 30種及び 21種と地点№1で多か
った。 
優占種には、日本各地の淡水域に分布する珪藻綱（黄色植物門）の Aulacoseira 

distans、A. italicaや緑藻綱（緑色植物門）の Scenedesmus属の数種（Scenedesmus 
spp.）のほか、海産種と考えられる Navicula属の数種（Navicula spp）などがあ
げられた。 

【正】 

Ⅰ)冬季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 39種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 29種及び 20種と地点№1で多か
った。 
優占種には、日本各地の淡水域に分布する珪藻綱（黄色植物門）の Aulacoseira 

distans、Aulacoseira spp.や緑藻綱（緑色植物門）の Scenedesmus 属の数種
（Scenedesmus spp.）のほか、海産種と考えられる Navicula属の数種（Navicula 
spp.）などがあげられた。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

Ⅱ)春季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 39種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 34種及び 32種と地点№1でやや
多かった。 

優占種には、ハプト植物門のハプト藻綱の数種（Haptophyceae）、赤潮原因種と
して知られる珪藻綱（黄色植物門）の Rhizosolenia fragilissima、同じく赤潮原
因種として知られる渦鞭毛藻綱（クリプト植物門）の Prorocentrum minimumなど
があげられた。 

 

【正】 

Ⅱ)春季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 34種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 29種及び 28種と地点№1でやや
多かった。 

優占種には、ハプト植物門のハプト藻綱の数種（Haptophyceae）、赤潮原因種と
して知られる珪藻綱（黄色植物門）の Rhizosolenia fragilissima、同じく赤潮原
因種として知られる渦鞭毛藻綱（渦鞭毛植物門）の Prorocentrum minimumなどが
あげられた。 

 

 

【誤】 

Ⅲ) 夏季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 49種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2では、それぞれ 43種及び 42種とほぼ同等であ
った。 
優占種についてみると、上位 3 種に挙げられる種は、両地点とも珪藻綱に属す

る Skeletonema costatum、Chaetoceros spp.、Pseudo-nitzschia spp.であり、
最優占種は両地点ともに Skeletonema costatumであった。 
 

【正】 

Ⅲ) 夏季調査結果 
出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 43種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2では、それぞれ 38種及び 36種とほぼ同等であ
った。 
優占種についてみると、上位 3 種に挙げられる種は、両地点とも珪藻綱に属す

る Skeletonema costatum、Chaetoceros spp.、Pseudo-nitzschia spp.であり、
最優占種は両地点ともに Skeletonema costatumであった。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 

Ⅳ)秋季調査結果 

出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 52種であった。

地点別の種数は、№1 及び№2 では、それぞれ 41 種及び 38 種で№1 が多かった

が、その差は特に大きくはなかった。 

優占種についてみると、上位 3 種に挙げられる種は、珪藻綱及びハプト藻綱に

属する種で、最優占種、次いで優占する種は両地点とも共通しており、珪藻綱の

Leptocylindrus danicus、ハプト藻綱（Haptophyceae）であった。 

 

【正】 

Ⅳ)秋季調査結果 

出現種数は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を主体とした 46種であった。

地点別の種数は、№1 及び№2 では、それぞれ 37 種及び 33 種で№1 が多かった

が、その差は特に大きくはなかった。 

優占種についてみると、上位 3 種に挙げられる種は、珪藻綱及びハプト藻綱に

属する種で、最優占種、次いで優占する種は両地点とも共通しており、珪藻綱の

Leptocylindrus danicus、ハプト藻綱（Haptophyceae）であった。 

 

 
 

 

関連頁 本編 6.7-4、6.7-5の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-57）を修正 
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項 目 6.7 植物 6.7.1 水生植物 (2)予測及び評価の結果 1）施設の供用 ①施設の稼

働（排水） A）予測 d）予測の結果  

記載頁 本編 6.7-7 

誤記の 

内 容 

【本文 Ⅱ）植物プランクトン】 

 学名が正しく記載されていませんでしたので、修正しました。 

 

【誤】 

Ⅱ) 植物プランクトン 

現地調査結果によれば、主な出現種は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を

主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる種であった。 

また、両地点ともに淡水域に分布する珪藻綱の Aulacoseira distans、

Aulacoseira granulata、Aulacoseira italica や緑藻綱の Scenedesmus sppが確

認されていることから、当該地点は淡水流入の影響を強く受けていると考えられ

た。 

これらの植物プランクトンは、周辺海域に広く分布していること、一般排水に

よる水質への影響は排水口のごく近傍にとどまり、排水口から 15m の地点で、化

学的酸素要求量の寄与濃度は 0.02mg/L 以下、全窒素の寄与濃度は 0.02mg/L 以

下、全燐の寄与濃度は 0.002mg/L 以下であり、排水は十分に冷却してから排出す

る計画になっているうえ、排水量は 300㎥/日であることから、水温の上昇は排水

口の直近に限られ、排水の影響は周辺に及ばないことから、排水が植物プランク

トンに及ぼす影響は極めて小さいと予測する。 
 

 

【正】 

Ⅱ) 植物プランクトン 

現地調査結果によれば、主な出現種は、黄色植物門、特に珪藻綱に類する種を

主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる種であった。 

また、両地点ともに淡水域に分布する珪藻綱の Aulacoseira distans、

Aulacoseira spp.や緑藻綱の Scenedesmus spp.が確認されていることから、当該

地点は淡水流入の影響を強く受けていると考えられた。 

これらの植物プランクトンは、周辺海域に広く分布していること、一般排水に

よる水質への影響は排水口のごく近傍にとどまり、排水口から 15m の地点で、化

学的酸素要求量の寄与濃度は 0.02mg/L 以下、全窒素の寄与濃度は 0.02mg/L 以

下、全燐の寄与濃度は 0.002mg/L 以下であり、排水は十分に冷却してから排出す

る計画になっているうえ、排水量は 300㎥/日であることから、水温の上昇は排水

口の直近に限られ、排水の影響は周辺に及ばないことから、排水が植物プランク

トンに及ぼす影響は極めて小さいと予測する。 
 
 

 

関連頁 本編 9-58 

 6.7-7 の修正にあわせて、関連箇所を修正 
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項 目 6.8 動物 6.8.1 陸生動物 (1)調査結果の概要 1)鳥類の状況 ①文献その他の

資料調査 

記載頁 本編 6.8-1 

誤記の 

内 容 

【表 6.8.1 鳥類既存文献一覧】 

 既存文献名が正しく記載されていませんでしたので、修正しました。 
 

【誤】 

表 6.8.1 鳥類既存文献一覧 

番号 文献名 

① 香川県レッドデータブック 香川県の希少野生生物 

② 坂出発電所 2号機リプレース計画 環境影響評価評価書 出現生物種情報 

③ 五色台の野鳥データ 

④ 五色台の生物 1.ハッチョウトンボ、その他 

⑤ 坂出港港湾計画資料）その 2 ―改訂― 

 

【正】 

表 6.8.1 鳥類既存文献一覧 

番号 文献名 

① 香川県レッドデータブック 2021 香川県の希少野生生物 

② 坂出発電所 2号機リプレース計画 環境影響評価評価書 出現生物種情報 

③ 五色台ビジターセンター見どころカレンダー 

④ 五色台の生物 1.ハッチョウトンボ、その他 

⑤ 坂出港港湾計画資料）その 2 ―改訂― 

 

 

【本文 D）調査結果】 

生物リストの時点更新を行いましたが、時点更新前の文章が残っておりましたので、

修正しました。 
 

【誤】 

D）調査結果 

対象事業実施区域及び周辺に生息する可能性のある重要な種として、10 目 19

科 34種があげられる。 
 

【正】 

D）調査結果 

文献調査結果は、「第 3 章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 3.1 自然的

状況 3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 (1) 動物 1) 陸生動

物 ② 鳥類」（3.1-65～3.1-66ページ）に示すとおりである。 
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項 目 6.8 動物 6.8.1 陸生動物 (1)調査結果の概要 1)鳥類の状況 ②現地調査 

E）調査結果 

記載頁 本編 6.8-5 

誤記の 

内 容 

【本文 a）冬季調査結果】 

 合計科数に記載誤りがありましたので、修正しました。 

 

【誤】 

ａ) 冬季調査結果 

現地調査の結果、8目 1科 15種の鳥類が確認された。調査地点の環境を反映し

て、開放水面で採餌、休息するウミアイサ、カンムリカイツブリ、カワウ、ユリ

カモメ、セグロカモメ等が確認され、魚類を餌とする猛禽類のミサゴが確認され

た。また、主に市街地や農耕地に生息するカワラバト(ドバト)、ハシボソガラス、

ハシブトガラス、ヒヨドリ、スズメ、カワラヒワ等が確認された。事業実施区域

内では、カワラバト(ドバト)、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ス

ズメ、ハクセキレイ、カワラヒワの 7種が確認された。 
 

 

【正】 

ａ) 冬季調査結果 

現地調査の結果、8 目 13 科 15 種の鳥類が確認された。調査地点の環境を反映

して、開放水面で採餌、休息するウミアイサ、カンムリカイツブリ、カワウ、ユ

リカモメ、セグロカモメ等が確認され、魚類を餌とする猛禽類のミサゴが確認さ

れた。また、主に市街地や農耕地に生息するカワラバト(ドバト)、ハシボソガラ

ス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、スズメ、カワラヒワ等が確認された。事業実施

区域内では、カワラバト(ドバト)、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、

スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワの 7種が確認された。 
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項 目 6.8 動物 6.8.2 水生動物 (1)調査結果の概要 1)水生動物の状況 ②現地調査 

E）調査結果  

記載頁 本編 6.8-12 

誤記の 

内 容 

【本文 a）動物プランクトン】 

【本文 a）動物プランクトン Ⅰ）冬季調査結果】 

【本文 a）動物プランクトン Ⅱ）春季調査結果】 

【本文 a）動物プランクトン Ⅲ）夏季調査結果】 

【本文 a）動物プランクトン Ⅳ）秋季調査結果】 

 出現種数に記載誤りがありましたので、修正しました。 

 

【誤】 

ａ) 動物プランクトン 

4季の調査で 10 門 14 綱 17目 24科 43種の動物プランクトンが確認された。出

現種は、季節や調査地点間の違いはあまり見られず、節足動物門、特に橈脚亜綱

に類する種を主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる種であった。 

各季の調査結果は以下に示すとおりである。 

【正】 

ａ) 動物プランクトン 

4季の調査で 10 門 14 綱 17目 24科 31種の動物プランクトンが確認された。出

現種は、季節や調査地点間の違いはあまり見られず、節足動物門、特に橈脚亜綱

に類する種を主体に確認され、瀬戸内海近辺で一般的に見られる種であった。 

各季の調査結果は以下に示すとおりである。 

 

【誤】 

Ⅰ) 冬季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 16 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 10種及び 14種で、地点間の

種数と種組成に顕著な差は見られなかった。 

【正】 

Ⅰ) 冬季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 16 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 10種及び 13種で、地点間の

種数と種組成に顕著な差は見られなかった。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

Ⅱ) 春季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 23 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 17種及び 22種で、地点間の

種数と種組成に顕著な差は見られなかった。 

【正】 

Ⅱ) 春季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 14 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 12種及び 13種で、地点間の

種数と種組成に顕著な差は見られなかった。 
 

【誤】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 29 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2では、それぞれ 19種及び 27種で、地点間

では地点№2 で多いものの、両地点に共通して出現する種は全出現種の約 6 割と

種組成に顕著な違いはなかった。 

【正】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 22 種であっ

た。地点別の種数は、地点№1及び№2では、それぞれ 14種及び 20種で、地点間

では地点№2 で多いものの、両地点に共通して出現する種は全出現種の約 6 割と

種組成に顕著な違いはなかった。 

 

【誤】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 22 種であっ

た。地点別の種数は、№1及び№2では、それぞれ 17種及び 19種で、地点間では

№.2で多いものの、両地点に共通して出現する種は全出現種の約 7割と種組成に

顕著な違いはなかった。 

【正】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、節足動物門、特に橈脚亜綱に類する種を主体とした 13 種であっ

た。地点別の種数は、№1及び№2では、それぞれ 10種及び 12種で、地点間では

№.2で多いものの、両地点に共通して出現する種は全出現種の約 7割と種組成に

顕著な違いはなかった。 

 

関連頁 本編 6.8-12 の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-59）を修正 
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項 目 6.8 動物 6.8.2 水生動物 (1)調査結果の概要 1)水生動物の状況 ②現地調査 

E）調査結果 b）魚卵・稚仔魚 Ⅱ）稚仔魚 

記載頁 本編 6.8-14 

誤記の 

内 容 

【本文 ⅲ）夏季調査結果】 

 確認種数に記載誤りがありましたので、修正しました。 

 

【誤】 

ⅲ) 夏季調査結果 

№1で 9種、№2で 7種の合計 10種が確認された。 

優占種についてみると、両地点の上位 3 種は順番が異なるものの同じ 3種（サ

ッパ、イソギンポ科、ハゼ科）が挙げられ、ハゼ科の個体数が両地点で最も多か

った。 
 

【正】 

ⅲ) 夏季調査結果 

№1で 8種、№2で 6種の合計 9種が確認された。 

優占種についてみると、両地点の上位 3 種は順番が異なるものの同じ 3種（サ

ッパ、イソギンポ科、ハゼ科）が挙げられ、ハゼ科の個体数が両地点で最も多か

った。 

 

関連頁 本編 6.8-14 の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-59）を修正 
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項 目 6.8 動物 6.8.2 水生動物 (1)調査結果の概要 1)水生動物の状況 ②現地調査 

E）調査結果  ｃ）底生動物 

記載頁 本編 6.8-15 

誤記の 

内 容 

【本文 Ⅱ）春季調査結果】 

【本文 Ⅲ）夏季調査結果】 

【本文 Ⅳ)秋季調査結果】 

 出現種数に記載誤りがありましたので、修正しました。 

【誤】 

Ⅱ) 春季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門に類する種を主体とした 57種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 27種及び 45種で、地点№2が多

かった。 

優占種には、全体の上位 3 種では多毛綱（環形動物門）に分類される種が占め

た。両地点に共通した種は Pseudopolydora 属で、その他には地点№1 では

Capitella属、地点№2では Chaetozone属、Chone属であった。 

【正】 

Ⅱ) 春季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門に類する種を主体とした 50 種であった。

地点別の種数は、地点№1 及び№2 で、それぞれ 24 種及び 41 種で、地点№2 が

多かった。 

優占種には、全体の上位 3 種では多毛綱（環形動物門）に分類される種が占め

た。両地点に共通した種は Pseudopolydora 属で、その他には地点№1 では

Capitella 属、地点№2では Chaetozone 属、Chone 属であった。 

 

【誤】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門に類する種を主体とした 66種であった。

地点別の種数は、地点№1及び№2で、それぞれ 33種及び 47種で、地点№2で多

かった。 

優占種についてみると、個体数の最優占種は両地点ともにシズクガイ（軟体動

物門）、湿重量の最優占種は地点№1ではヒメシラトリ（軟体動物門-二枚貝綱）、

地点№2ではオカメブンブクであった。 

【正】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門に類する種を主体とした 60種であった。

地点別の種数は、地点№1 及び№2 で、それぞれ 32 種及び 43 種で、地点№2 で

多かった。 

優占種についてみると、個体数の優占種は両地点ともにシズクガイ（軟体動物

門）、湿重量の優占種は地点№1 ではヒメシラトリ（軟体動物門-二枚貝綱）、地点

№2 ではオカメブンブクであった。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、軟体動物門 3種、環形動物門 6種、節足動物門 1種の合計 10種で

あった。地点別の種数は、№1及び№2で、それぞれ 3種及び 8種で、№2で多か

った。 

優占種についてみると、今季の調査では各地点での出現種の個体数は 1～4 種

と少なかったため、特定種の個体数が優占する状況にはなかった。湿重量では、

各地点の全重量に占める割合が高い種は№1ではヒメシラトリ（軟体動物門）、№2

ではイセシラガイ（軟体動物門）であった。 

 

 

【正】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、軟体動物門 3種、環形動物門 6種、節足動物門 1種の合計 10種で

あった。地点別の種数は、№1及び№2で、それぞれ 3種及び 8種で、№2で多か

った。 

優占種についてみると、今季の調査では各地点での出現種の個体数は 1～4 個

体と少なかったため、特定種の個体数が優占する状況にはなかった。湿重量では、

各地点の全重量に占める割合が高い種は№1ではヒメシラトリ（軟体動物門）、№2

ではイセシラガイ（軟体動物門）であった。 

 

 

 

 

関連頁 本編 6.8-15 の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-59）を修正  

注：希少種保護の観点より、一部非公開(黒塗り表記)としている。 

 

 

 

注：希少種保護の観点より、一部非公開(黒塗り表記)としている。 
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項 目 6.8 動物 6.8.2 水生動物 (1)調査結果の概要 1)水生動物の状況 ②現地調査 

E）調査結果 d）付着動物 

記載頁 本編 6.8-16、6.8-17 

誤記の 

内 容 

【本文 ｄ）付着動物】 

【本文 Ⅱ）春季調査結果】 

【本文 Ⅲ）夏季調査結果】 

【本文 Ⅳ）秋季調査結果】 

 確認種数や本文の季節名、地点名に記載誤りがありましたので、修正しました。 

【誤】 

ｄ) 付着動物 

4 季の調査で 12 門 21 綱 43 目 102 科 142 種の付着動物が確認された。出現種

は、夏季、春季に多く、秋季に少なかった。また、調査地点間では、地点 No.2 で

の確認種数が多かった。なお、各季の調査で出現した種は、瀬戸内海近辺で一般

的に見られる種であった。 

各季の調査結果は以下に示すとおりである。 

【正】 

ｄ) 付着動物 

4 季の調査で 12 門 21 綱 43 目 102 科 140 種の付着動物が確認された。出現種

は、冬季及び夏季に多く、秋季に少なかった。また、調査地点間では、地点 B で

の確認種数が多かった。なお、各季の調査で出現した種は、瀬戸内海近辺で一般

的に見られる種であった。 

各季の調査結果は以下に示すとおりである。 

 

 



71 

 

 

 

誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 

Ⅱ) 春季調査結果 

春季の調査結果を見ると、出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物
門に類する種を主体とした 93 種であった。地点別の種数は、地点 A が上層、中
層、下層でそれぞれ 12種、33種、21 種、地点 Bが上層、中層、下層でそれぞれ
32 種、38 種、51 種であった。両地点の上層、中層、下層は採取水深が異なるた
め、一概に比較できないが、相対的には地点 Bでの多様性が高かった。 
優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、地点 A の上層

ではシロスジフジツボ（フジツボ類：節足動物門）、中層及び下層ではドロクダム
シ科（ヨコエビ類：節足動物門）であった。また、地点 B では、上層がドロクダ
ムシ科、中層がヤッコカンザシゴカイ（多毛類：環形動物門）、下層が Cirratulus
属（多毛類：環形動物門）であった。 

【正】 

Ⅱ) 春季調査結果 

春季の調査結果を見ると、出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物
門に類する種を主体とした 86 種であった。地点別の種数は、地点 A が上層、中
層、下層でそれぞれ 10種、30種、20 種、地点 Bが上層、中層、下層でそれぞれ
29 種、37 種、50 種であった。両地点の上層、中層、下層は採取水深が異なるた
め、一概に比較できないが、相対的には地点 Bでの多様性が高かった。 
優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、地点 A の上層

ではシロスジフジツボ（フジツボ類：節足動物門）、中層及び下層ではドロクダム
シ科（ヨコエビ類：節足動物門）であった。また、地点 B では、上層がドロクダ
ムシ科、中層がヤッコカンザシゴカイ（多毛類：環形動物門）、下層が Cirratulus
属（多毛類：環形動物門）であった。 

 

【誤】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物門に類する種を主体とした
105 種であった。地点別の種数は、地点 A が高潮帯、中潮帯、低潮帯でそれぞれ
16種、23種、16 種、地点 Bが高潮帯、中潮帯、低潮帯でそれぞれ 28種、39種、
62種であった。両地点の高潮帯、中潮帯、低潮帯は採取水深が異なるため、一概
に比較できないが、相対的には調査地点 St.Bでの多様性が高かった。 
優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、地点 A の高潮

帯ではシロスジフジツボ（節足動物門-顎脚綱）、中潮帯及び低潮帯ではドロクダ
ムシ科（節足動物門-軟甲綱）であった。また、地点 Bでは、高潮帯がイワフジツ
ボ(節足動物門-顎脚綱)、中潮帯がヤッコカンザシゴカイ（環形動物門-多毛綱）、
低潮帯がホソヨコエビ属（節足動物門-軟甲綱）であった。 

【正】 

Ⅲ) 夏季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物門に類する種を主体とした
95 種であった。地点別の種数は、地点 A が上層、中層、下層でそれぞれ 15 種、
21 種、16 種、地点 B が上層、中層、下層でそれぞれ 28 種、38 種、60 種であっ
た。両地点の上層、中層、下層は採取水深が異なるため、一概に比較できないが、
相対的には地点 Bでの多様性が高かった。 
優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、地点 A の上層

ではシロスジフジツボ（節足動物門-顎脚綱）、中層及び下層ではドロクダムシ科
（節足動物門-軟甲綱）であった。また、地点 B では、上層がイワフジツボ(節足
動物門-顎脚綱)、中層がヤッコカンザシゴカイ（環形動物門-多毛綱）、下層がホ
ソヨコエビ属（節足動物門-軟甲綱）であった。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物門に類する種を主体とした

89種であった。地点別の種数は、地点 Aが高潮帯、中潮帯、低潮帯でそれぞれ 15

種、21種、24 種、地点 Bが高潮帯、中潮帯、低潮帯でそれぞれ 23種、39種、50

種であった。種類数は、両地点とも低い潮位帯ほど多く、地点間では同じ潮位帯

でも採取水深が異なるため、一概に比較できないが、相対的には調査地点 B で多

い傾向がみられた。 

優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、調査地点Ａの

高潮帯及び中潮帯ではタテジマフジツボ（節足動物門-顎脚綱）、低潮帯ではサン

カクフジツボ（節足動物門-顎脚綱）であった。また、調査地点Ｂでは、高潮帯が

イワフジツボ(節足動物門-顎脚綱)、中潮帯がヤッコカンザシゴカイ（環形動物門

-多毛綱）、低潮帯ではサンカクフジツボ（節足動物門-顎脚綱）であった。 

【正】 

Ⅳ) 秋季調査結果 

出現種数は、軟体動物門、環形動物門及び節足動物門に類する種を主体とした

81 種であった。地点別の種数は、地点 A が上層、中層、下層でそれぞれ 15 種、

19 種、24 種、地点 B が上層、中層、下層でそれぞれ 22 種、38 種、48 種であっ

た。種類数は、両地点とも低い潮位帯ほど多く、地点間では同じ潮位帯でも採取

水深が異なるため、一概に比較できないが、相対的には調査地点 B で多い傾向が

みられた。 

優占種についてみると、各地点の個体数に着目した最優占種は、調査地点Ａの

上層及び中層ではタテジマフジツボ（節足動物門-顎脚綱）、下層ではサンカクフ

ジツボ（節足動物門-顎脚綱）であった。また、調査地点Ｂでは、上層がイワフジ

ツボ(節足動物門-顎脚綱)、中層がヤッコカンザシゴカイ（環形動物門-多毛綱）、

下層ではサンカクフジツボ（節足動物門-顎脚綱）であった。 

 

関連頁 本編 6.8-16、6.8-17 の修正にあわせて、関連箇所（本編 9-59）を修正  



73 

 

 

項 目 9.5 施設の稼働 表 9.5.2(3) 施設の稼働（窒素酸化物） 

記載頁 本編 9-41 

誤記の 

内 容 

【表 8 フュミゲーション発生時の予測結果（将来環境濃度）】 

 ケース 2の将来予測環境濃度（a+b）の記載が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

表 8 フュミゲーション発生時の予測結果（将来環境濃度） 

ケース 項目 単位 
寄与濃度 

a 

バックグラウン

ド濃度 b 

将来予測環境濃

度 

a+b 

ケース 1 二酸化窒素 ppm 0.048 0.002 0.050 

ケース 2 二酸化窒素 ppm 0.046 0.002 0.050 

ケース 3 二酸化窒素 ppm 0.051 0.002 0.053 

注：1.バックグラウンド濃度は、最大着地濃度が出現した気象条件における対象事業実施区域周辺における林田測定局の濃度(1
時間値)である(2019 年 7 月 23 日 15 時)。 

 

【正】 

表 8 フュミゲーション発生時の予測結果（将来環境濃度） 

ケース 項目 単位 
寄与濃度 

a 

バックグラウン

ド濃度 b 

将来予測環境濃

度 

a+b 

ケース 1 二酸化窒素 ppm 0.048 0.002 0.050 

ケース 2 二酸化窒素 ppm 0.046 0.002 0.048 

ケース 3 二酸化窒素 ppm 0.051 0.002 0.053 

注：1.バックグラウンド濃度は、最大着地濃度が出現した気象条件における対象事業実施区域周辺における林田測定局の濃度(1
時間値)である(2019 年 7 月 23 日 15 時)。 
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項 目 9.5 施設の稼働 表 9.5.8 施設の稼働（超低周波音） 

記載頁 本編 9-52 

誤記の 

内 容 

【本文 （予測結果の概要）】 

 本編 6.2-39の予測結果に誤りがありましたので、修正しました。 

 

【誤】 

（予測結果の概要） 

施設の稼働に伴う超低周波音の予測結果を、表 1 に示す。予測結果は予測地点で

59dBであった。 

 

【正】 

（予測結果の概要） 

施設の稼働に伴う超低周波音の予測結果を、表 1 に示す。予測結果は予測地点で

62dBであった。 

 

 

【表 1 予測地点における超低周波音の予測結果（G 特性）】 

 錯誤により予測結果の値の記載を誤りました。また、参考値（LG）の表記に誤りがあ

りましたので、修正しました。 

 

【誤】 

表 1 予測地点における超低周波音の予測結果（G 特性） 

（単位：dB） 

予測地点 予測結果(LGeq) 参考値(LGeq) 

St.1 
昼間 59 100 

夜間 59 100 
注：1.表中の予測地点は、図 6.2.1（6.2-2 ページ）と対応している。 

 

【正】 

表 1 予測地点における超低周波音の予測結果（G 特性） 

（単位：dB） 

予測地点 予測結果(LG) 参考値(LG) 

St.1 
昼間 62 100 

夜間 62 100 

注：1.表中の予測地点は、図 6.2.1（6.2-2 ページ）と対応している。 
注：2.参考値(LG)は、｢低周波音を感じ睡眠影響が現れ始めるとされている 100dB｣(出典：「低周波音の測定方法に関するマニュ

アル」(環境庁大気保全局、平成 12 年))を示す。 
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項 目 9.5 施設の稼働 表 9.5.10 施設の稼働（水の汚れ・富栄養化） 

記載頁 本編 9-55 

誤記の 

内 容 

【本文 （予測結果の概要）】 

 本編 6.5-13 の予測結果を記載するにあたり、誤りがありましたので、修正しまし

た。 

 

【誤】 

（予測結果の概要） 

排水の全リンの寄与濃度は、排水口前面海域で 0.01mg/L以下、排水口から 15mの

範囲で 0.002mg/L以下まで希釈される。 

 

【正】 

（予測結果の概要） 

排水の全燐の寄与濃度は、排水口前面海域で 0.02mg/L以下、排水口から 15mの範

囲で 0.002mg/L以下まで希釈される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

 

項 目 9.6 燃料等の搬出入 表 9.6.1(2) 燃料等の搬出入（硫黄酸化物） 

記載頁 本編 9-68 

誤記の 

内 容 

【本文 （2）環境保全の基準等との整合性】 

 本編 6.1-125 における環境基準を記載するにあたり、誤りがありましたので、修正

しました。 

 

【誤】 

（2）環境保全の基準等との整合性 

燃料等の搬出入（関係車両）に伴う二酸化硫黄の将来予測濃度は 0.005090ppm で

あり、環境基準（0.1ppm以下）を下回っている。 

 

【正】 

（2）環境保全の基準等との整合性 

燃料等の搬出入（関係車両）に伴う二酸化硫黄の将来予測濃度は 0.005090ppm で

あり、環境基準（0.04ppm 以下）を下回っている。 
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項 目 9.6 燃料等の搬出入 表 9.6.3(1) 燃料等の搬出入（浮遊粒子状物質） 

記載頁 本編 9-71 

誤記の 

内 容 

【表 2 浮遊粒子状物質の濃度の状況】 

 本編 3.1-9 の表 3.1.5を記載するにあたり、誤りがありましたので、修正しました。 

 

【誤】 

表 2 浮遊粒子状物質の濃度の状況 

測定局 

年平均

値 

短期的評価 長期的評価 

1 時間値が 0.1ppm

を超えた時間数と割

合 

日平均値が 0.04ppm

を超えた日数と割合 

1 時間値

の最高

値 

日平均値 

の 2%除外

値 

環境基準の 

長期的評価 

による日平 

均値が

0.04ppm 

を超えた日

数 

環境基準

の適否 

(ppm) (時間) (%) (日) (%) (ppm) (ppm) (日) 適○否× 

坂出市役所 0.002 0 0.0 0 0.0 0.032 0.008 0 ○ 

瀬居島 0.007 0 0.0 0 0.0 0.046 0.017 0 ○ 

林田出張所 0.002 0 0.0 0 0.0 0.024 0.006 0 ○ 

相模坊神社 0.006 0 0.0 0 0.0 0.039 0.012 0 ○ 

川津 0.002 0 0.0 0 0.0 0.037 0.007 0 ○ 

櫃石島 0.003 0 0.0 0 0.0 0.028 0.010 0 ○ 

 

【正】 

表 2 浮遊粒子状物質の濃度の状況 

測定局 
年平均値 

短期的評価 長期的評価 

1 時間値が 0.20mg/m3を 

超えた時間数と割合 

1 時間値の

最高値 

日平均値の

2%除外値 

環境基準の 

長期的評価 

による日平 

均値が 

0.10mg/m3を 

超えた日数 

環境基準

の適否 

(mg/m3) (時間) (%) (mg/m3) (mg/m3) (日) 適○否× 

坂出市役所 0.018 0 0 0.170 0.048 0 ○ 

瀬居島 0.024 0 0 0.125 0.061 0 ○ 

林田出張所 0.020 0 0 0.132 0.058 0 ○ 

相模坊神社 0.021 0 0 0.140 0.056 0 ○ 

川津 0.018 0 0 0.103 0.048 0 ○ 

櫃石島 0.021 1 0 0.234 0.055 0 ○ 
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項 目 9.6 燃料等の搬出入 表 9.6.6(2) 燃料等の搬出入（関係車両）（地盤振動） 

記載頁 本編 9-77 

誤記の 

内 容 

【本文 （評価の概要） (1) 環境影響の回避・低減に係る評価】 

 「燃料等の搬出入に伴う」との表現が正しいが、「工事用資材等の搬出入に伴う」と

表現し、表現が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 
（評価の概要） 
（1）環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用資材等の搬出入に伴う振動の影響については、上記に示す環境保全措置
を講じることにより、予測地点における振動レベルの増加はほとんどないことか
ら、資材等の運搬に伴う道路交通振動の環境への影響は実行可能な範囲内で低減
されていると評価する。 

 

【正】 
（評価の概要） 
（1）環境影響の回避・低減に係る評価 

燃料等の搬出入に伴う振動の影響については、上記に示す環境保全措置を講じ
ることにより、予測地点における振動レベルの増加はほとんどないことから、燃
料等の搬出入に伴う道路交通振動の環境への影響は実行可能な範囲内で低減さ
れていると評価する。 

 
 

 

【本文 （評価の概要） （2）環境保全の基準等との整合性】 

6.3 章における表記と整合をとる必要があるため、表記内容を関連する 6.3 章の表

記に合わせて、修正しました。 
 

【誤】 
（評価の概要） 
（2）環境保全の基準等との整合性 

工事用資材等の搬出入による道路交通振動への影響が最大になる時期におい
て、予測地点における将来の道路交通振動レベル（L10）は 40dBであり、要請限
度を下回っている。 
以上のことから、環境保全の基準等の確保に支障を及ぼすものではないと評価

する。 

 

【正】 
（評価の概要） 
（2）環境保全の基準等との整合性 

予測地点における燃料等の搬出入に伴う道路交通振動は昼間、夜間ともに要
請限度を下回っていることから、環境保全の基準等の確保に支障を及ぼすもの
ではないと評価する。 
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項 目 資料編 1 大気質･騒音･超低周波音･振動 

記載頁 資料編 5 

誤記の 

内 容 

【表 1.3(1) 振動調査結果（道路交通振動、St.1）】 

 時間区分が誤っていたため、修正しました。 

 

【誤】 

表 1.3(1) 振動調査結果（環境振動、St.1） 

測定日 観測時間 
振動レベル(dB) 

L10 L50 L90 

2月 20日 

12:00～13:00 36 30未満 30未満 

13:00～14:00 37 32 30未満 

14:00～15:00 37 32 30未満 

15:00～16:00 36 31 30未満 

16:00～17:00 37 31 30未満 

17:00～18:00 34 30未満 30未満 

18:00～19:00 30未満 30未満 30未満 

19:00～20:00 30未満 30未満 30未満 

20:00～21:00 30未満 30未満 30未満 

21:00～22:00 30未満 30未満 30未満 

22:00～23:00 30未満 30未満 30未満 

23:00～24:00 30未満 30未満 30未満 

2月 21日 

0:00～1:00 30未満 30未満 30未満 

1:00～2:00 30未満 30未満 30未満 

2:00～3:00 30未満 30未満 30未満 

3:00～4:00 30未満 30未満 30未満 

4:00～5:00 30未満 30未満 30未満 

5:00～6:00 30未満 30未満 30未満 

6:00～7:00 32 30未満 30未満 

7:00～8:00 36 30未満 30未満 

8:00～9:00 39 32 30未満 

9:00～10:00 39 33 30未満 

10:00～11:00 38 33 30未満 

11:00～12:00 38 32 30未満 

振動規制法（特定工場
において発生する振動
の規制に関する基準）
の時間区分 

朝（8:00～19:00） 36 31 30 

昼間（19:00～8:00） 31 30 30 

※：30dB以下の値は 30dBとして計算した。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 1.3(1) 振動調査結果（環境振動、St.1） 

測定日 観測時間 
振動レベル(dB) 

L10 L50 L90 

2月 20日 

12:00～13:00 36 30未満 30未満 

13:00～14:00 37 32 30未満 

14:00～15:00 37 32 30未満 

15:00～16:00 36 31 30未満 

16:00～17:00 37 31 30未満 

17:00～18:00 34 30未満 30未満 

18:00～19:00 30未満 30未満 30未満 

19:00～20:00 30未満 30未満 30未満 

20:00～21:00 30未満 30未満 30未満 

21:00～22:00 30未満 30未満 30未満 

22:00～23:00 30未満 30未満 30未満 

23:00～24:00 30未満 30未満 30未満 

2月 21日 

0:00～1:00 30未満 30未満 30未満 

1:00～2:00 30未満 30未満 30未満 

2:00～3:00 30未満 30未満 30未満 

3:00～4:00 30未満 30未満 30未満 

4:00～5:00 30未満 30未満 30未満 

5:00～6:00 30未満 30未満 30未満 

6:00～7:00 32 30未満 30未満 

7:00～8:00 36 30未満 30未満 

8:00～9:00 39 32 30未満 

9:00～10:00 39 33 30未満 

10:00～11:00 38 33 30未満 

11:00～12:00 38 32 30未満 

振動規制法（特定工場
において発生する振動
の規制に関する基準）
の時間区分 

昼間（8:00～19:00） 36 31 30 

夜間（19:00～8:00） 31 30 30 

※：30dB以下の値は 30dBとして計算した。 
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項 目 資料編 1 大気質･騒音･超低周波音･振動 

記載頁 資料編 6 

誤記の 

内 容 

【表 1.3(2) 振動調査結果（道路交通振動、St.2）】 

 昼間と夜間の時間区分表記、昼間及び夜間の L10の値、昼間の L50の値が誤っていた

ため、修正しました。 

 

【誤】 

表 1.3(2) 振動調査結果（道路交通振動、St.2） 

測定日 観測時間 
振動レベル(dB) 

L10 L50 L90 

2月 20日 

12:00～13:00 43 30未満 30未満 

13:00～14:00 44 33 30未満 

14:00～15:00 44 33 30未満 

15:00～16:00 43 30 30未満 

16:00～17:00 42 30 30未満 

17:00～18:00 37 30未満 30未満 

18:00～19:00 33 30未満 30未満 

19:00～20:00 30未満 30未満 30未満 

20:00～21:00 32 30未満 30未満 

21:00～22:00 33 30未満 30未満 

22:00～23:00 30未満 30未満 30未満 

23:00～24:00 30 30未満 30未満 

2月 21日 

0:00～1:00 30未満 30未満 30未満 

1:00～2:00 30未満 30未満 30未満 

2:00～3:00 30未満 30未満 30未満 

3:00～4:00 33 30未満 30未満 

4:00～5:00 35 30未満 30未満 

5:00～6:00 33 30未満 30未満 

6:00～7:00 39 30未満 30未満 

7:00～8:00 42 30 30未満 

8:00～9:00 43 32 30未満 

9:00～10:00 45 34 30未満 

10:00～11:00 44 33 30未満 

11:00～12:00 45 33 30未満 

振動規制法（道路交通
振動の要請限度）の時
間区分 

朝（7:00～20:00） 41 31 30 

昼間（20:00～7:00） 32 30 30 

※：30dB以下の値は 30dBとして計算した。 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 1.3(2) 振動調査結果（道路交通振動、St.2） 

測定日 観測時間 
振動レベル(dB) 

L10 L50 L90 

2月 20日 

12:00～13:00 43 30未満 30未満 

13:00～14:00 44 33 30未満 

14:00～15:00 44 33 30未満 

15:00～16:00 43 30 30未満 

16:00～17:00 42 30 30未満 

17:00～18:00 37 30未満 30未満 

18:00～19:00 33 30未満 30未満 

19:00～20:00 30未満 30未満 30未満 

20:00～21:00 32 30未満 30未満 

21:00～22:00 33 30未満 30未満 

22:00～23:00 30未満 30未満 30未満 

23:00～24:00 30 30未満 30未満 

2月 21日 

0:00～1:00 30未満 30未満 30未満 

1:00～2:00 30未満 30未満 30未満 

2:00～3:00 30未満 30未満 30未満 

3:00～4:00 33 30未満 30未満 

4:00～5:00 35 30未満 30未満 

5:00～6:00 33 30未満 30未満 

6:00～7:00 39 30未満 30未満 

7:00～8:00 42 30 30未満 

8:00～9:00 43 32 30未満 

9:00～10:00 45 34 30未満 

10:00～11:00 44 33 30未満 

11:00～12:00 45 33 30未満 

振動規制法（道路交通
振動の要請限度）の時
間区分 

昼間（8:00～19:00） 42 32 30 

夜間（19:00～8:00） 33 30 30 

※：30dB以下の値は 30dBとして計算した。 
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項 目 資料編 2 植物 2.1 水生植物 （1）海藻類 

記載頁 資料編 11、12 

誤記の 

内 容 

【表 2.1(1) 海藻類（付着植物）の確認種一覧（冬季、春季）】 

【表 2.1(2) 海藻類（付着植物）の確認種一覧（夏季、秋季）】 

出現種数 No.(表の最左列)の値、季節の表記、及び科名（1箇所）が誤っていました

ので、修正しました。また、注記を追加しました。 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 
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項 目 資料編 2 植物 2.1 水生植物 （2）植物プランクトン 

記載頁 資料編 13、14 

誤記の 

内 容 

【表 2.2(1) 植物プランクトンの確認種一覧】 

【表 2.2(2) 植物プランクトンの確認種一覧】 

出現種数 No.(表の最左列)の値が誤っていましたので、修正しました。 

また、注記を追加しました。 

【誤】 

表 2.2(1) 植物プランクトンの確認種一覧 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 2.2(1) 植物プランクトンの確認種一覧 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【誤】 

表 2.2(2) 植物プランクトンの確認種一覧 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 2.2(2) 植物プランクトンの確認種一覧 
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項 目 資料編 3 動物 3.1 陸生動物 （1）鳥類 

記載頁 資料編 15 

誤記の 

内 容 

【表 3.1 鳥類の確認種一覧】 

 根拠文献の時点更新により重要種が追加された（コチドリ）ので、修正しました。 

【誤】 

表 3.1 鳥類の確認種一覧 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 3.1 鳥類の確認種一覧 
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項 目 資料編 3 動物 3.2 水生動物 （1）動物プランクトン 

記載頁 資料編 16 

誤記の 

内 容 

【表 3.2 動物プランクトンの確認種一覧】 

 出現種数 No.(最左列)及び季節別・地点別種数合計(最下行)の値が誤っていました

ので、修正しました。また、注記を追加しました。 

 

【誤】 

表 3.2 動物プランクトンの確認種一覧 

 

  



94 

 

 

誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 3.2 動物プランクトンの確認種一覧 
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項 目 資料編 3 動物 3.2 水生動物 （2）魚卵・稚仔魚 

記載頁 資料編 18 

誤記の 

内 容 

【表 3.3 魚卵調査結果】 

夏季調査の No.２地点において、個体数合計と確認種数が誤っていたため、修正し

ました。 

【誤】                【正】 
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項 目 資料編 3 動物 3.2 水生動物 （2）魚卵・稚仔魚 

記載頁 資料編 19 

誤記の 

内 容 

【表 3.4 稚仔魚の確認種一覧】 

科名（1箇所）、和名（1箇所）、および春季と夏季調査時における個体数合計と確認

種数が誤っていたため、修正しました。また、注記を追加しました。 

【誤】 

表 3.4 稚仔魚の確認種一覧 

 

 

【正】 

表 3.4 稚仔魚の確認種一覧 
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項 目 資料編 3 動物 3.2 水生動物 （3）底生動物 

記載頁 資料編 21 

誤記の 

内 容 

【表 3.5(2) 底生動物の確認種一覧】 

 確認種数が誤っていたため、修正しました。 

 また、注記を追加しました。 

【誤】 

表 3.5(2) 底生動物の確認種一覧 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

 

【正】 

表 3.5(2) 底生動物の確認種一覧 
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項 目 資料編 3 動物 3.2 水生動物 （4）付着動物 

記載頁 資料編 23～26、30 

誤記の 

内 容 

【表 3.6(1) 付着動物の確認種一覧（冬季、春季(1/4)）】 

【表 3.6(2) 付着動物の確認種一覧（冬季、春季(2/4)）】 

【表 3.6(3) 付着動物の確認種一覧（冬季、春季(3/4)）】 

【表 3.6(4) 付着動物の確認種一覧（冬季、春季(4/4)）】 

【表 3.6(8) 付着動物の確認種一覧（夏季、秋季(4/4)）】 

 確認種数 No.(最左列)の値が誤っていましたので、修正しました。 

 また、注記を追加しました。 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【正】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【正】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【正】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【正】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【誤】 
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誤記の 

内 容 

(続き) 

【正】 

 

関連頁 資料編 27、28、29 

 資料編 23、24、25 と同様の処理により修正 

※ なお、誤字・脱字及び要約書の該当箇所についても、修正しました。 
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